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植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
万
頃
江
改
修
工
事
と
土
地
収
用
令

は
じ
め
に

　

植
民
地
期
朝
鮮
に
お
い
て
朝
鮮
総
督
府
（
以
下
、
総
督
府
と
す
る
）
が
一
九
一
一
年
四
月

一
七
日
に
公
布
し
た
土
地
収
用
令
（
制
令
第
三
号
）
は
大
き
な
権
限
を
も
っ
て
い
た
。
総
督
府

は
朝
鮮
を
支
配
す
る
上
で
、
鉄
道
敷
設
、
道
路
建
設
、
河
川
改
修
な
ど
、
各
種
土
木
建
築
工
事

を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
の
工
事
が
短
期
間
で
竣
工
す
る
こ
と
が
で
き
た
背
景
に
は
、
土
地
収
用
令

の
存
在
が
あ
っ
た
。
総
督
府
は
一
九
一
一
年
七
月
一
一
日
か
ら
一
九
一
七
年
一
月
一
九
日
ま
で

一
八
回
に
わ
た
っ
て
、
一
定
地
域
へ
土
地
収
用
令
を
適
用
し
た
。
そ
の
後
、
一
九
二
〇
年
三
月

か
ら
一
九
四
四
年
七
月
ま
で
約
二
四
年
に
わ
た
っ
て
、
合
計
六
一
〇
件
に
及
ぶ
土
地
収
用
令
の

適
用
を
行
な
っ
た
。

　

私
は
近
年
土
地
収
用
令
に
関
心
を
持
ち
、
こ
の
間
、
法
令
の
分
析
、『
朝
鮮
総
督
府
官
報
』

掲
載
の
「
土
地
収
用
公
告
」
の
分
析
、
具
体
的
な
事
例
研
究
と
し
て
、
水
豊
ダ
ム
建
設
工
事
、

南
朝
鮮
鉄
道
工
事
、
羅
津
港
建
設
工
事
な
ど
を
対
象
と
し
て
き
た
⑴。

土
地
収
用
令
を
め
ぐ
る
紛

争
は
、基
本
的
に
は
工
事
の
起
業
者
と
土
地
関
係
人
（
主
に
土
地
所
有
者
）
の
関
係
で
あ
る
が
、

実
際
の
適
用
過
程
に
は
、
朝
鮮
総
督
、
総
督
府
、
内
務
局
土
木
課
、
内
務
局
土
木
課
地
方
出
張

所
、
道
庁
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
し
た
。
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
そ
れ
ら
の
具

体
的
な
関
係
を
考
察
し
た
研
究
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。
土
地
関
係
人
の
土
地
は
行
政
的
に
ど

の
よ
う
な
具
体
的
な
手
続
き
を
経
て
土
地
収
用
に
至
る
の
か
、
あ
る
い
は
至
ら
な
い
の
か
。
土

地
収
用
令
で
は
、
ま
ず
起
業
者
は
地
方
長
官
を
経
て
、
朝
鮮
総
督
に
土
地
収
用
を
「
申
請
」
す

る
。
朝
鮮
総
督
は
土
地
収
用
を
必
要
と
す
る
場
合
、
事
業
「
認
定
」
を
行
い
、『
朝
鮮
総
督
府

官
報
』
に
「
土
地
収
用
公
告
」
を
掲
載
す
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
起
業
者
は
土
地
関
係
人
と 

「
協
議｣

を
行
う
が
、
そ
れ
が
妥
結
に
至
ら
な
け
れ
ば
、
地
方
長
官
の
「
裁
決
」、「
決
定
」
を

求
め
る
。
土
地
関
係
人
が
地
方
長
官
の
「
裁
決
」、「
決
定
」
に
不
服
の
場
合
、
最
後
は
朝
鮮
総

督
の
「
裁
定
」
を
求
め
る
。
こ
の
よ
う
な
一
連
の
過
程
を
、
具
体
的
な
事
例
を
通
し
て
検
証
す

る
こ
と
が
、
土
地
収
用
令
の
研
究
に
は
必
要
と
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
で
は
土
地
収
用
令
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
一
事
例
研
究
と
し
て
、
全
羅
北
道

を
東
西
に
流
れ
る
万
頃
江
改
修
工
事
を
取
り
上
げ
る
。
万
頃
江
流
域
は
植
民
地
期
に
多
く
の
日

本
人
が
移
住
し
て
大
規
模
な
農
場
を
建
設
し
、
水
利
組
合
を
作
っ
た
地
帯
で
あ
る
た
め
に
、
す

で
に
一
定
の
研
究
蓄
積
が
あ
る
⑵。

た
だ
し
、
い
ま
だ
万
頃
江
改
修
工
事
そ
れ
自
体
を
扱
っ
た
研

究
は
な
い
。

　

本
稿
で
は
万
頃
江
流
域
の
水
利
組
合
や
地
主
制
に
関
す
る
先
行
研
究
を
援
用
し
な
が
ら
、
万

頃
江
改
修
工
事
に
お
け
る
土
地
収
用
令
の
適
用
過
程
を
考
察
す
る
。
特
に
、
万
頃
江
流
域
の
土

地
収
用
令
を
め
ぐ
っ
て
は
、
朝
鮮
総
督
、
総
督
府
内
務
局
、
内
務
局
裡
里
土
木
出
張
所
、
全
羅

北
道
知
事
、
土
地
関
係
人
、
水
利
組
合
、
地
主
、
地
域
住
民
な
ど
、
多
様
な
立
場
の
利
害
関
係

が
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
た
か
に
留
意
し
た
い
。
ま
た
、
こ
の
事
例
は
総
督
府
が
起
業
者

で
あ
る
こ
と
が
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
民
間
企
業
が
起
業
者
で
あ
る
事
例
と
行
政

側
（
朝
鮮
総
督
、
総
督
府
、
全
羅
北
道
庁
）
の
対
応
が
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
。
こ
の
点
に
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二

つ
い
て
も
注
意
を
払
う
。

一
・
万
頃
江
改
修
工
事
の
全
体
象

　
（
１
）
万
頃
江
改
修
計
画

　

万
頃
江
は
全
羅
北
道
全
州
郡
の
東
北
端
を
源
に
し
て
、
高
山
川
、
所
陽
川
、
全
州
川
、
塔

川
な
ど
を
合
わ
せ
て
西
流
し
、
群
山
港
の
南
の
黄
海
に
注
ぐ
。
一
九
二
九
年
時
点
で
、
全
長

三
七
〇
ｋ
ｍ
、
流
域
面
積
一
四
六
五
平
方
ｋ
ｍ
、
耕
地
面
積
六
万
町
歩
で
あ
る
。
万
頃
江
の
水

源
地
方
は
山
岳
が
さ
ほ
ど
高
く
な
い
が
、
山
勢
は
急
峻
で
あ
り
、
峡
谷
を
な
し
、
草
木
は
繁
茂

し
、
ま
た
所
々
に
密
林
が
あ
る
。
中
流
部
以
下
に
お
い
て
は
両
岸
が
遠
く
開
け
て
、
い
わ
ゆ
る

全
州
平
野
を
形
成
す
る
。
こ
の
一
帯
は
農
業
が
盛
ん
で
、
多
く
の
水
利
組
合
が
あ
り
、
全
州
平

野
は
米
作
で
有
名
で
あ
る
⑶。

　

万
頃
江
流
域
は
干
満
の
差
が
激
し
く
、
洪
水
と
あ
い
ま
っ
て
河
岸
が
崩
壊
し
、
年
々
川
身
の

湾
曲
の
度
合
い
が
増
し
た
。
河
川
の
勾
配
は
非
常
に
緩
や
か
で
、
防
水
堤
が
な
い
た
め
、
豪
雨

が
一
端
降
る
と
洪
水
は
全
州
平
野
一
面
に
氾
濫
し
、
湛
水
は
二
、三
日
、
甚
だ
し
く
は
六
、七
日

に
及
ん
だ
。
植
民
地
期
に
も
、
一
九
一
四
年
、
一
九
一
七
年
、
一
九
二
〇
年
、
一
九
二
一
年
と
、

し
ば
し
ば
洪
水
に
見
舞
わ
れ
た
。
特
に
一
九
二
〇
年
の
洪
水
で
は
被
害
が
大
き
く
、
住
民
の
死

亡
は
五
名
、
家
畜
の
被
害
は
三
三
一
頭
、
家
屋
の
流
失
は
四
二
戸
、
家
屋
崩
壊
は
一
一
四
七
戸
、

家
屋
浸
水
は
三
二
九
一
戸
、
耕
地
の
流
失
は
三
七
八
町
歩
、
耕
地
の
埋
没
は
三
四
〇
町
歩
と
、

悲
惨
な
状
況
だ
っ
た
⑷。

　

こ
う
し
た
自
然
災
害
に
加
え
、
万
頃
江
流
域
は
植
民
地
期
に
お
い
て
日
本
人
の
土
地
所
有
集

積
が
進
み
、
朝
鮮
内
で
は
随
一
の
規
模
に
達
し
て
い
た
。
多
く
の
日
本
人
農
場
が
設
立
さ
れ
、

こ
れ
ら
を
背
景
に
万
頃
江
の
右
岸
に
一
九
〇
八
年
に
沃
溝
西
部
水
利
組
合
（
金
相
煕
組
合
長
）、

一
九
〇
九
年
に
全
益
水
利
組
合
（
黒
田
二
平
組
合
長
）、
臨
益
南
部
水
利
組
合
（
大
倉
米
吉
組

合
長
）、
臨
沃
水
利
組
合
（
宮
崎
佳
太
郎
組
合
長
）、
益
沃
水
利
組
合
（
藤
井
寛
太
郎
組
合
長
）

な
ど
が
次
々
に
設
置
さ
れ
た
。
五
つ
の
内
、
沃
溝
西
部
水
利
組
合
以
外
の
四
つ
の
水
利
組
合
は

日
本
人
が
組
合
長
で
あ
る
⑸。

　

こ
の
た
め
万
頃
江
流
域
に
農
場
、
水
利
組
合
を
も
つ
日
本
人
地
主
か
ら
万
頃
江
改
修
を
求
め

る
声
が
高
ま
っ
た
。
万
頃
江
の
改
修
に
関
し
て
、
一
九
二
三
年
に
全
羅
北
道
の
益
山
郡
を
中
心

に
「
万
頃
江
改
修
同
盟
期
成
会
」
が
結
成
さ
れ
、同
年
七
月
に
代
表
者
の
永
原
邦
彦
、吉
田
竹
次
、

高
田
稔
銭マ
マ

な
ど
の
陳
情
員
が
総
督
府
を
訪
問
し
、
万
頃
江
改
修
の
陳
情
を
行
な
っ
た
⑹。

永
原
邦

彦
は
細
川
侯
爵
朝
鮮
農
場
の
主
任
で
あ
る
。
永
原
は
一
八
八
一
年
熊
本
生
ま
れ
で
、
一
九
一
三

年
に
東
京
帝
国
大
学
を
卒
業
し
、
一
九
一
七
年
朝
鮮
に
渡
り
、
細
川
侯
爵
農
場
の
支
配
人
と
な

る
。
一
九
三
〇
年
に
総
督
府
農
事
試
験
場
南
鮮
支
場
委
員
と
な
り
、
一
九
三
六
年
現
在
は
全
北

畜
産
株
式
会
社
監
査
役
だ
っ
た
⑺。

細
川
侯
爵
家
農
場
は
侯
爵
の
細
川
護
立
が
所
有
す
る
も
の 

で
、
事
務
所
を
益
山
郡
大
場
村
に
置
い
た
。
付
近
一
帯
に
二
千
町
歩
の
畓
を
経
営
す
る
と
同
時

に
全
羅
南
道
潭
陽
郡
に
支
部
を
置
き
、
そ
の
付
近
に
も
約
一
千
町
歩
の
畓
を
所
有
し
、
合
計

三
千
町
歩
の
畓
を
経
営
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
農
場
に
は
数
千
人
の
小
作
人
を
有
し
た
。
朝
鮮

に
お
け
る
地
主
化
は
一
九
〇
四
年
か
ら
始
ま
る
。
一
九
〇
八
年
に
全
羅
北
道
の
中
核
地
帯
に
千

町
歩
以
上
の
耕
地
を
有
し
、
そ
れ
以
降
全
羅
南
道
に
も
進
出
し
て
行
き
、
一
九
二
〇
年
代
中
頃

に
は
二
千
町
歩
地
主
と
な
る
⑻。

高
田
稔
銭マ
マ

は
高
田
稔
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
。
高
田
稔
は
右
近
商

事
株
式
会
社
南
鮮
出
張
所
支
配
人
で
あ
る
。
右
近
商
事
は
全
羅
北
道
の
全
州
、
扶
安
、
井
邑
、

益
山
郡
に
約
二
千
町
歩
の
畓
を
所
有
し
た
。
高
田
は
約
千
人
の
小
作
人
を
「
指
導
啓
発
」
し
、

産
米
の
増
殖
に
努
め
た
⑼。

こ
の
よ
う
に
、
三
人
の
内
で
二
名
は
全
羅
北
道
益
山
郡
に
大
農
場
を

持
つ
日
本
の
地
主
の
支
配
人
だ
っ
た
。

　

総
督
府
は
一
九
一
四
年
四
月
に
河
川
取
締
規
則
を
公
布
し
、
総
督
府
が
管
理
す
る
河
川
を

決
定
し
た
。
続
い
て
、
一
九
二
七
年
一
月
に
朝
鮮
河
川
令
を
公
布
し
た
。
こ
れ
に
先
立
ち
、

一
九
二
六
年
か
ら
一
九
三
五
年
ま
で
、
直
轄
河
川
の
大
規
模
な
河
川
改
修
を
行
な
っ
た
。
ま
ず

第
一
段
と
し
て
、
一
九
二
五
年
か
ら
万
頃
江
、
載
寧
江
工
事
が
六
ヶ
年
計
画
で
始
ま
り
、
翌

一
九
二
六
年
か
ら
漢
江
、
洛
東
江
、
大
同
江
、
龍
興
江
工
事
が
一
〇
ヶ
年
計
画
で
開
始
し
た
。

こ
れ
ら
の
直
轄
工
事
改
修
費
用
は
四
八
四
〇
万
円
で
あ
り
、
当
初
は
一
一
年
計
画
だ
っ
た
。
し

か
し
、
工
事
費
用
は
後
に
五
四
〇
三
万
五
〇
〇
〇
円
に
増
加
し
、
計
画
も
一
九
四
〇
年
ま
で
の

一
六
年
計
画
に
延
長
さ
れ
た
。
洪
水
氾
濫
区
域
は
約
三
八
万
町
歩
で
あ
り
、
こ
の
内
防
水
工
事

を
行
な
え
る
の
は
約
二
一
万
町
歩
（
五
五
・
三
％
）
に
過
ぎ
な
か
っ
た
⑽。

　

下
岡
忠
治
政
務
総
監
は
一
九
二
五
年
頃
、「
全
鮮
中
河
川
整
理
の
必
要
あ
る
も
の
幾
許
ぞ
、
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三

総
督
府
の
調
査
に
基
ず
け
ば
十
一
河
川
を
数
ふ
る
も
、
そ
の
中
特
に
急
要
な
る
も
の
の
み
を
挙

ぐ
れ
ば　

万
頃
江
（
全
北
）　

裁
寧
江
（
黄
海
）　

洛
東
江
（
慶
南
）　

竜
興
江
（
咸
南
）　

城
川

江
（
咸
南
）
の
五
河
川
で
あ
る
。
こ
の
五
大
河
川
の
治
水
を
完
成
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
治
山
同

様
約
一
億
円
の
巨
費
を
要
し
、
到
底
三
五
年
に
し
て
行
は
る
べ
く
も
あ
ら
ず
、
先
づ
急
要
な
る

も
の
ゝ
み
に
つ
い
て
考
ふ
る
に
、
万
頃
江
、
載
寧
江
の
治
水
の
疎
通
を
良
好
な
ら
し
む
る
為
め

捷
路
開
鑿
を
な
す
こ
と
」
と
、
万
頃
江
、
載
寧
江
を
優
先
す
る
方
針
を
述
べ
て
い
る
⑾。

　

直
轄
河
川
改
修
工
事
の
内
で
、
総
督
府
が
第
一
に
万
頃
江
と
載
寧
江
の
改
修
工
事
に
着
手
し

た
の
は
各
々
理
由
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
万
頃
江
流
域
は
日
本
人
の
土

地
集
積
が
最
も
進
み
、
水
利
組
合
事
業
が
盛
ん
な
地
域
だ
っ
た
。
朝
鮮
で
最
初
の
水
利
組
合

が
一
九
〇
八
年
に
作
ら
れ
て
以
降
、
一
九
一
一
年
ま
で
の
四
年
間
に
七
つ
の
組
合
が
設
立
さ
れ

た
が
、
そ
の
う
ち
五
つ
ま
で
が
万
頃
江
流
域
に
立
地
し
て
い
る
⑿。

こ
の
こ
と
を
総
督
府
が
重

視
し
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
す
る
。
一
方
、
載
寧
江
は
洪
水
の
被
害
が
最
も
大
き
い
河
川

だ
っ
た
。
載
寧
江
は
大
同
江
流
域
の
南
部
に
位
置
し
、
中
流
部
に
は
四
万
町
歩
の
載
寧
平
野
が

広
が
っ
て
い
る
。
土
地
が
平
坦
な
た
め
、
一
端
豪
雨
が
来
れ
ば
水
害
の
被
害
は
甚
大
だ
っ
た
。

一
九
二
二
年
の
大
洪
水
で
は
大
泥
海
と
化
し
、
こ
の
状
態
が
二
昼
夜
以
上
続
い
た
。
氾
濫
面
積

は
三
万
五
千
町
歩
、
溺
死
者
は
一
一
四
名
、
農
作
物
の
被
害
面
積
は
三
万
三
九
二
六
町
歩
で
、

被
害
高
総
額
は
五
五
五
万
八
五
八
三
円
に
も
達
し
た
。
ま
た
、
一
九
二
四
年
の
洪
水
で
も
大
き

な
被
害
を
出
し
た
。「
現
状
ハ
水
害
其
ノ
他
ニ
依
リ
、沿
岸
住
民
ノ
生
活
ヲ
脅
威
ス
ル
コ
ト
夥
シ
」

と
述
べ
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
ま
た
、
左
岸
に
は
一
九
二
六
年
に
蒙
利
面
積
約
九
千
町
歩
の
大
規
模

な
安
寧
水
利
組
合
が
設
置
さ
れ
る
予
定
も
あ
り
、
こ
れ
も
影
響
し
た
と
思
わ
れ
る
⒀。

　

万
頃
江
改
修
工
事
の
た
め
に
、
内
務
局
は
一
九
二
五
年
五
月
に
裡
里
土
木
出
張
所
（
川
澤

章
明
所
長
）
を
設
置
し
、
こ
こ
が
中
心
と
な
っ
て
工
事
を
担
当
し
た
⒁。

所
長
の
川
澤
章
明
は

一
九
一
七
年
に
東
京
帝
国
大
学
土
木
科
を
卒
業
し
た
後
に
総
督
府
に
入
り
、
一
九
二
五
年
か
ら

一
九
三
二
年
ま
で
七
年
間
に
わ
た
っ
て
裡
里
土
木
出
張
所
長
を
務
め
た
。
そ
の
後
、
一
九
三
二

年
か
ら
一
九
四
三
年
ま
で
京
城
土
木
出
張
所
所
長
を
務
め
た
。
退
職
後
、
朝
鮮
農
地
開
発
営
団

の
理
事
と
な
っ
た
⒂。

裡
里
土
木
出
張
所
の
技
師
は
、
川
澤
、
町
田
義
知
、
伴
格
夫
、
武
居
軍
次

郎
（
二
代
目
所
長
）、
辻
川
勝
雄
、
勝
浦
享
三
、
田
中
俊
徳
で
あ
り
、
土
木
事
務
官
は
坂
本
嘉

一
で
あ
る
⒃。

　

万
頃
江
改
修
工
事
に
つ
い
て
、
一
九
三
〇
年
に
赴
任
し
た
技
手
の
菊
池
新
吉
は
、「
こ
こ
で

の
想
い
出
の
一
つ
は
、
矢
野
技
師
が
主
任
と
な
っ
て
、
万
頃
下
流
部
の
測
量
で
あ
っ
た
。（
中

略
）
新
参
の
小
生
と
古
参
の
松
尾
技
師
と
測
夫
数
人
で
一
班
を
組
ん
で
の
業
務
だ
っ
た
⒄」

と
回

顧
し
て
い
る
。
ま
た
、一
九
三
八
年
に
赴
任
し
た
技
師
の
田
中
俊
徳
は
、「
裡
里
土
木
出
張
所
は
、

直
轄
河
川
万
頃
江
の
改
修
工
事
を
実
施
し
て
い
る
ほ
か
、
新
た
全
羅
北
道
の
東
津
江
、
金
羅
南

道
の
栄
山
江
と
そ
の
支
流
の
咸
平
川
の
三
本
の
中
小
河
川
の
改
修
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。（
中
略
）
こ
の
間
一
時
万
頃
江
の
直
轄
工
事
現
場
に
見
習
い
に
出
ま
し
て
、
築
堤
、

護
岸
工
事
（
こ
の
と
き
間
知
石
の
逆
張
工
法
を
珍
し
く
思
っ
た
）
そ
れ
に
水
門
工
事
の
現
場
を

体
験
し
ま
し
た
⒅」

と
語
っ
て
い
る
。

　

総
督
府
が
立
て
た
万
頃
江
改
修
計
画
の
主
な
内
容
は
、
次
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。「
平
野
一
面

に
氾
濫
す
る
洪
水
を
堤
防
に
依
り
て
完
全
に
防
禦
し
、
傍
ら
低
水
路
を
一
定
し
て
上
流
部
に
於

い
て
は
潅
漑
用
水
の
取
入
れ
に
便
し
、
下
流
部
に
在
り
て
は
舟
航
に
便
せ
む
と
す
。
新
河
川
敷

は
下
流
部
は
現
在
流
路
に
依
る
こ
と
と
し
、
惟
木
川
浦
付
近
に
大
屈
曲
部
を
直
流
せ
し
め
て
、

洪
水
の
疎
通
を
良
好
な
ら
し
め
ん
と
す
。
上
流
部
高
山
邑
以
下
鳳
東
面
高
川
里
に
至
る
間
は
存

来
河
川
敷
に
沿
い
新
河
川
敷
を
定
む
る
」
も
の
で
あ
る
。
主
な
改
修
区
域
は
、
中
下
部
の
平
野

が
最
も
広
く
、
水
害
ま
た
甚
だ
し
き
部
分
を
選
び
、
工
事
を
施
行
す
る
こ
と
に
し
た
。
工
事
地

域
は
、
金
堤
郡
青
瑕
面
か
ら
全
州
郡
高
山
里
ま
で
、
全
州
郡
草
浦
里
か
ら
同
郡
助
村
面
ま
で
、

全
州
郡
草
浦
面
か
ら
同
面
古
堂
里
ま
で
の
三
ヶ
所
だ
っ
た
⒆。

　

図
１
の
よ
う
に
、
大
き
く
蛇
行
し
て
い
た
万
頃
江
本
流
の
川
流
を
長
大
な
堤
防
に
よ
っ

て
一
本
化
し
、
加
え
て
上
流
の
支
流
で
あ
る
所
陽
川
、
全
州
川
、
益
山
川
の
川
流
も
整
理

す
る
内
容
だ
っ
た
。
万
頃
江
改
修
工
事
の
予
算
は
一
二
〇
〇
万
円
で
あ
っ
た
。
こ
の
内
訳

は
土
地
買
収
費
一
九
二
万
四
五
〇
〇
円
、
本
工
事
費
五
三
一
万
二
五
〇
〇
円
、
付
帯
工
事
費

一
三
二
万
七
〇
〇
〇
円
、
諸
機
械
費
一
八
四
万
円
、
雑
費
五
二
万
五
〇
〇
〇
円
だ
っ
た
。
工
事

が
竣
工
し
た
後
の
利
益
は
、
一
万
五
千
町
歩
の
平
野
は
完
全
な
る
堤
防
に
よ
っ
て
防
水
さ
れ
、

さ
ら
に
河
川
整
理
に
よ
っ
て
用
水
取
得
に
便
利
と
な
り
、
農
業
に
も
影
響
を
あ
た
え
る
。
農
産

額
は
二
二
〇
万
円
の
増
加
と
予
測
さ
れ
た
⒇。
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四

　

一
九
二
五
年
五
月
三
一
日
か
ら
六
月
二
日
に
か
け
、万
頃
江
改
修
工
事
起
工
式
が
行
わ
れ
た
。

こ
れ
ま
で
改
修
工
事
要
請
を
し
ば
し
ば
行
な
っ
て
き
た
益
山
、
全
州
、
金
堤
三
郡
連
合
の
祝
賀

会
が
裡
里
で
開
催
さ
れ
た
�。

　

万
頃
江
改
修
工
事
は
時
期
的
に
見
て
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
支
流
の
全
州

川
堤
防
修
築
工
事
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
本
流
・
支
流
の
万
頃
江
改
修
工
事
で
あ
る
。
前
者
の

全
州
川
堤
防
修
築
工
事
は
一
九
二
三
年
の
旱
害
に
対
す
る
罹
災
民
救
済
工
事
と
し
て
一
九
二
五

年
四
月
に
起
工
し
、
一
九
二
六
年
三
月
に
竣
工
し
た
。
工
事
費
は
五
五
万
八
八
六
三
円
で
あ

る
。
後
者
の
万
頃
江
流
の
改
修
工
事
は
一
九
二
六
年
五
月
に
着
工
し
、
一
九
二
五
年
度
か
ら

六
ヵ
年
継
続
治
水
工
事
と
し
た
。
工
事
は
主
に
中
流
部
平
野
の
中
で
洪
水
被
害
が
最
も
ひ
ど

い
全
州
郡
参
礼
面
飛
々
以
下
、
大
場
村
、
白
鴎
亭
、
木
浦
川
を
経
て
、
益
山
郡
五
山
面
童
子

浦
に
至
る
延
長
一
六
ｋ
ｍ
に
わ
た
り
平
野
一
面
を
堤
防
に
よ
っ
て
完
全
に
防
御
し
、
そ
の
一

方
低
水
路
を
一
定
に
し
て
舟
航
の
便
に
立
つ
よ
う
に
し
た
。
一
九
二
九
年
ま
で
に
工
事
額
は

二
八
九
万
二
九
七
三
円
に
達
し
、竣
工
歩
合
は
四
六
％
に
達
し
た
。
工
事
に
要
し
た
労
働
者（
出

役
者
を
含
む
）
は
延
七
五
万
三
一
三
二
人
で
あ
り
、
こ
の
賃
金
支
払
額
は
六
八
万
六
一
九
三
円

に
達
し
た
�。

　

表
１
は
万
頃
江
改
修
用
地
買
収
並
移
転
補
償
費
、
全
州
川
堤
防
工
事
費
の
買
収
補
償
費

で
あ
る
。
改
修
の
た
め
に
必
要
な
土
地
は
約
一
一
四
二
町
歩
と
広
大
で
、
そ
の
費
用
は

八
二
万
五
〇
〇
〇
円
に
達
し
た
。
用
地
補
償
費
は「
そ
の
他
」が
田
の
三
・
四
倍
に
及
ん
で
い
る
。

用
地
以
外
に
各
種
の
補
償
費
が
予
定
さ
れ
、
合
計
一
〇
三
万
五
四
九
三
円
を
予
定
し
た
。
用
地

買
収
、
家
屋
そ
の
他
の
移
転
補
償
な
ど
は
全
羅
北
道
庁
が
斡
旋
し
、
買
収
等
に
要
す
る
物
件
の

所
在
、
数
量
は
総
督
府
か
ら
全
羅
北
道
庁
に
通
知
し
た
�。

　
（
２
）
万
頃
江
流
域
社
会
の
反
応

　

総
督
府
の
万
頃
江
改
修
工
事
計
画
に
対
し
て
、
一
部
か
ら
は
計
画
の
変
更
・
追
加
の
要
求
が

で
て
き
た
。
第
二
期
工
事
に
予
定
さ
れ
た
支
流
の
高
山
川
は
在
来
堤
防
が
洪
水
で
破
損
し
て
い

る
た
め
、こ
れ
を
第
一
期
工
事
に
含
め
る
こ
と
を
地
域
住
民
は
希
望
し
た
。
一
九
二
五
年
八
月
、

全
州
郡
の
鳳
東
面
の
住
民
五
〇
〇
〇
名
が
会
合
し
、
総
督
府
、
全
羅
道
庁
、
郡
各
当
局
に
電
報

で
事
情
を
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
当
局
に
陳
情
委
員
を
選
定
し
、
派
遣
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

各
洞
里
で
選
定
さ
れ
た
崔
炯
植
な
ど
の
委
員
六
五
名
は
関
係
当
局
に
陳
情
し
、
全
羅
北
道
庁
に

陳
情
書
を
提
出
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
危
険
地
帯
は
全
州
郡
鳳
東
面
の
一
部
の
一
五
〇
〇
戸

と
参
礼
郡
の
一
部
の
七
〇
〇
余
戸
、
合
計
一
万
余
名
で
あ
る
�。

　

工
事
開
始
と
と
も
に
、
裡
里
土
木
出
張
所
は
工
事
用
地
の
買
収
に
着
手
し
た
。
万
頃
江
改
修

工
事
の
進
捗
に
伴
い
、
工
事
用
地
の
買
収
は
順
調
に
進
ん
だ
。
し
か
し
、
一
九
二
七
年
に
入
る

と
、
買
収
交
渉
の
困
難
が
予
想
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
一
九
二
七
年
一
月
に
川
澤
裡
里
土
木
出

張
所
長
は
全
羅
北
道
内
務
部
長
に
対
し
、
工
事
用
地
の
買
収
は
こ
れ
ま
で
順
調
に
き
た
が
、｢

来
年
度
以
降
ハ
工
事
実
施
ト
用
地
買
収
予
算
余
ノ
関
係
其
他
買
収
時
価
変
動
ノ
為
是
レ
カ
買
収

ニ
相
当
困
難
ヲ
感
ス
ル
コ
ト
ゝ
被
候｣

と
述
べ
、「
此
際
助
村
外
八
ケ
面
組
合
ヲ
シ
テ
起
債
又

ハ
其
ノ
他
ノ
方
法
ニ
ヨ
リ
全
体
ニ
買
収
セ
ラ
ル
ゝ
場
合
ハ
工
事
ノ
実
施
並
経
済
上
最
モ
有
利
ト

認
メ
ラ
ル
ゝ
」
と
し
て
、
便
宜
提
供
を
依
頼
し
た
�。

　

一
九
二
九
年
六
月
、
林
茂
樹
全
羅
北
道
知
事
は
川
澤
裡
里
土
木
出
張
所
長
に
対
し
て
、
用
地

内
家
屋
移
転
を
認
め
た
。
家
屋
戸
数
は
二
一
戸
で
、
家
屋
移
転
亮
は
二
七
五
五
円
だ
っ
た
。
ま

た
、
居
住
者
戸
数
は
二
二
戸
で
一
四
五
人
で
あ
り
、
家
屋
移
転
料
は
三
二
三
〇
円
だ
っ
た
。
彼

ら
は
金
堤
郡
白
鴎
面
江
興
里
の
万
頃
江
堤
内
部
の
農
民
だ
っ
た
。「
右
部
落
民
は
従
来
殆
ん
ど

純
小
作
人
の
集
団
に
し
て
単
純
な
る
農
業
を
以
っ
て
生
活
し
来
た
れ
る
と
こ
ろ
万
頃
江
改
修
の

為
め
（
中
略
）
小
作
地
は
殆
ど
河
川
用
地
に
編
入
せ
ら
れ
部
落
の
み
新
旧
河
川
間
に
介
在
」
す

る
状
況
だ
っ
た
。
全
羅
北
道
内
務
部
長
は
一
九
二
九
年
一
一
月
末
ま
で
に
移
転
を
終
了
す
る
予

定
だ
っ
た
�。

　

万
頃
江
改
修
工
事
の
進
捗
に
と
も
な
い
、
一
部
住
民
の
生
活
に
被
害
も
で
た
。
万
頃
江
改
修

の
左
岸
工
事
に
よ
っ
て
右
岸
に
被
害
が
出
る
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
、
一
九
二
八
年
七
月
に
全

州
郡
参
礼
面
安
座
里
、
同
郡
草
浦
面
下
里
の
住
民
代
表
一
〇
数
名
が
全
州
郡
当
局
に
陳
情
書

を
提
出
し
た
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
至
急
護
岸
工
事
を
行
は
な
い
と
洪
水
に
よ
っ
て
生
命
財
産
が

危
機
に
直
面
す
る
必
要
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
着
手
し
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ

る
�。

ま
た
、
一
九
二
九
年
五
月
、
金
堤
郡
白
鴎
面
の
江
興
里
、
道
道
里
、
道
徳
里
の
一
帯
の
住

民
は
工
事
の
た
め
一
帯
の
排
水
が
で
き
ず
、
こ
の
た
め
洪
水
期
に
一
大
脅
威
で
あ
る
と
し
て
、

裡
里
土
木
出
張
所
と
全
羅
北
道
庁
に
陳
情
し
た
�。

さ
ら
に
、
一
九
二
九
年
六
月
に
は
益
山
郡
大
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五

場
村
付
近
一
帯
で
は
井
戸
水
を
飲
料
水
と
し
て
使
用
し
て
き
た
が
、
河
川
の
流
れ
が
変
わ
り
、

築
堤
さ
れ
た
た
め
に
井
戸
の
水
が
枯
渇
し
、
飲
み
水
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
た
め
、
一

帯
の
住
民
が
裡
里
土
木
出
張
所
に
井
戸
を
掘
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
陳
情
し
た
が
、
拒
絶
さ
れ
た

た
め
に
、
善
後
策
を
検
討
中
だ
っ
た
�。

二
・
万
頃
江
改
修
費
用
の
賦
課
金
強
要
と
地
主
の
対
応

　

総
督
府
は
一
九
一
〇
年
代
朝
鮮
の
道
路
工
事
に
お
い
て
は
土
地
所
有
者
の
土
地
を
「
寄
付
」

と
い
う
名
目
で
、
大
量
に
強
制
的
に
没
収
し
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
短
期
間
に
長
大
な
道

路
工
事
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
�。

総
督
府
の
こ
う
し
た
姿
勢
は
他
の
土
木
工
事
に
お
い
て

も
同
様
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
九
一
九
年
に
三
・
一
独
立
運
動
が
起
こ
る
と
、
総

督
府
は
こ
れ
ま
で
の
強
圧
的
な
工
事
の
手
法
を
変
更
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
の
変
化
を
総

督
府
の
原
静
雄
土
木
部
長
は
後
に
、｢

市
街
地
に
お
け
る
工
事
の
如
き
は
、
土
地
も
買
い
入
れ

て
建
造
物
に
対
す
る
移
転
料
そ
の
他
の
補
償
を
与
へ
、
地
元
に
お
い
て
苦
情
の
生
ぜ
る
程
度
に

お
い
て
、
な
る
べ
く
、
個
人
に
迷
惑
を
及
ぼ
さ
ざ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
そ
の
事
業
を
施
工
し

た
�」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
以
前
が
か
な
り
強
圧
的
に
工
事
を
進
め
て
い
た
こ
と
を

示
す
発
言
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
二
〇
年
代
に
入
っ
て
も
、
総
督
府
は
各
種
土
木
工
事
用
地

の
買
収
を
積
極
的
に
行
わ
ず
、
土
地
の
「
寄
付
」
を
強
要
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

万
頃
江
改
修
工
事
に
つ
い
て
も
、
総
督
府
は
当
初
か
ら
改
修
に
必
要
な
「
土
地
買
収
及
補

償
費
」
は
、「
関
係
土
地
ノ
寄
付
」
と
い
う
名
目
の
没
収
を
予
定
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
、「
関

係
地
主
ノ
寄
付
ヲ
俟
ツ
コ
ト
ト
シ
其
ノ
予
算
ヲ
僅
少
ニ
見
積
」
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
用
地
調
査
の
結
果
、
万
頃
江
河
川
改
修
工
事
の
た
め
の
「
潰
地
」
は
約
一
一
四
二
町
歩
で

あ
り
、
こ
の
費
用
は
最
小
限
に
見
積
も
っ
て
約
八
二
万
五
〇
〇
〇
円
（
補
償
費
を
除
く
）
と
想

定
し
た
。
し
か
し
、
総
督
府
が
支
出
で
き
る
金
額
は
五
一
万
円
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め

全
体
の
三
八
・
二
％
に
も
達
す
る
不
足
分
三
一
万
五
〇
〇
〇
円
を
ど
の
よ
う
に
調
達
す
る
か
が

大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。「
地
元
ノ
任
意
寄
付
ヲ
俟
」
っ
て
い
て
は
、「
其
ノ
間
種
々
ノ
紛
議
等
」

の
可
能
性
が
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
土
地
の
強
制
「
寄
付
」
を
め
ぐ
る
紛
争
が
想
定
さ
れ
た
。
こ

の
た
め
、
総
督
府
の
大
塚
常
三
郎
内
務
局
長
は
不
足
分
を
「
蒙
利
関
係
ノ
各
方
面
ニ
按
配
シ
面

ヲ
シ
テ
夫
々
右
分
担
額
ヲ
蒙
利
者
ヨ
リ
不
均
一
賦
課
ノ
方
法
ニ
依
リ
徴
収
シ
施
工
年
度
内
ニ
政

府
ニ
寄
付
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ゝ
ス
ル
ヲ
万
全
ノ
策
」
と
考
え
た
。
つ
ま
り
、
土
地
買
収
金
額
の
不

足
分
を
埋
め
る
た
め
、
税
金
の
形
で
関
係
地
主
に
賦
課
す
る
こ
と
を
図
っ
た
�。

　

こ
の
た
め
、
一
九
二
四
年
二
月
、
総
督
府
の
大
塚
内
務
局
長
は
亥
角
仲
蔵
全
羅
北
道
知
事
と

の
間
に
、
次
ぎ
の
協
定
を
結
ん
だ
。
①
全
羅
北
道
知
事
は
約
不
足
分
三
一
万
五
〇
〇
〇
円
を

一
九
二
四
年
か
ら
一
九
二
八
年
ま
で
、
五
年
分
割
で
各
面
か
ら
総
督
府
に
「
寄
付
」
さ
せ
る
こ

と
と
す
る
、
②
道
知
事
は
面
と
分
担
金
額
を
協
定
し
、
そ
の
金
額
は
蒙
利
の
厚
薄
に
応
じ
て
定

め
る
こ
と
、
③
道
知
事
は
蒙
利
区
域
の
面
民
に
利
益
の
程
度
に
応
じ
て
賦
課
す
る
こ
と
。
た
だ

し
、「
中
小
地
主
ニ
ハ
可
成
賦
課
ヲ
免
除
ス
ル
方
針
ヲ
採
」
る
こ
と
、
④
用
地
買
収
家
屋
そ
の

他
の
移
転
補
償
等
は
道
庁
が
斡
旋
す
る
こ
と
、
だ
っ
た
�。

　

こ
の
協
定
を
受
け
、一
九
二
五
年
一
二
月
、亥
角
全
羅
北
道
知
事
は
関
係
大
地
主
で
あ
る
「
万

頃
江
改
修
期
成
同
盟
」
会
員
に
会
同
を
求
め
、
こ
の
賦
課
金
を
分
担
し
て
賦
課
す
る
方
針
を
伝

え
た
。
こ
の
日
集
ま
っ
た
の
は
、
表
２
に
あ
る
よ
う
に
、
万
頃
江
流
域
の
工
事
区
域
内
に
あ
る

一
〇
農
場
の
代
表
一
三
名
（
日
本
人
一
〇
名
、
朝
鮮
人
三
名
）
で
あ
る
。
こ
の
時
点
の
「
万
頃

江
改
修
期
成
同
盟
」
は
、
万
頃
江
河
川
改
修
問
題
に
直
接
利
害
関
係
を
も
つ
農
場
主
が
主
導
し

て
い
た
�。

表
２
の
よ
う
に
、
蒙
利
区
域
内
に
お
け
る
一
〇
農
場
の
所
有
面
積
は
二
七
七
・
五
町

歩
で
あ
り
、
こ
の
中
で
は
細
川
農
場
の
面
積
が
二
七
・
七
％
、
大
橋
農
場
が
一
三
・
三
％
な
ど
大

き
な
比
率
を
占
め
て
い
た
。
ま
た
買
収
す
べ
き
面
積
は
五
〇
〇
・
一
町
歩
と
、
蒙
利
区
域
内
所

有
面
積
の
一
八
・
一
％
に
該
当
し
た
。
こ
の
中
で
も
細
川
農
場
が
一
六
・
一
％
を
占
め
、
最
大
の

規
模
だ
っ
た
。

　

こ
の
一
〇
農
場
の
内
で
、
い
く
つ
か
の
農
場
の
実
態
を
見
て
み
よ
う
。
今
村
農
場
は
今
村
一

次
郎
が
経
営
し
、農
場
は
益
山
郡
に
あ
り
、所
有
地
は
畓
二
五
〇
町
歩
、信
託
田
百
町
歩
で
あ
る
。

今
村
一
次
郎
は
一
八
七
四
年
生
ま
れ
で
、
元
は
熊
本
の
小
学
校
校
長
だ
っ
た
が
、
一
九
〇
六
年

朝
鮮
に
渡
り
、
全
羅
北
道
の
益
山
郡
大
場
村
で
農
場
経
営
を
開
始
し
た
。
全
益
水
利
組
合
の
評

議
員
を
務
め
、
後
に
、
全
羅
北
道
評
議
員
、
郡
農
業
副
会
長
、
全
北
畜
産
会
社
所
長
を
歴
任
し

た
�。

井
上
農
場
は
井
上
工
一
が
金
堤
郡
白
鴎
面
に
設
立
し
た
。
井
上
は
一
八
四
八
年
山
口
県
生

ま
れ
で
、
大
阪
で
土
木
請
負
業
に
従
事
し
た
後
の
一
九
〇
五
年
朝
鮮
に
渡
り
、
全
羅
北
道
金
堤
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六

郡
で
農
場
を
経
営
し
た
。
一
九
二
七
年
に
は
井
上
農
事
合
名
会
社
と
改
称
し
た
。
一
九
三
六
年

時
点
で
桑
栽
培
、
養
蚕
の
奨
励
、
副
業
奨
励
を
行
い
、
面
協
議
員
だ
っ
た
�。

　

東
山
農
場
は
三
菱
財
閥
の
岩
崎
久
弥
が
所
有
す
る
農
場
で
あ
る
。
全
羅
北
道
と
全
羅
南
道
の

水
田
中
核
地
帯
に
位
置
し
、
広
大
な
水
田
を
所
有
す
る
小
作
制
大
農
場
だ
っ
た
。
そ
の
所
有
耕

作
地
は
一
九
〇
九
年
に
三
七
〇
〇
町
歩
、
一
九
二
二
年
に
は
一
万
町
歩
以
上
に
急
増
し
た
が
、

一
九
二
〇
年
代
中
頃
に
は
五
千
町
歩
に
激
減
し
た
�。

田
坂
農
場
は
田
坂
三
郎
が
一
九
〇
四
年
に

益
山
郡
大
場
村
に
土
地
を
選
定
し
、
農
場
経
営
を
開
始
し
た
。
所
有
の
畓
は
一
二
〇
町
歩
で
あ

り
、
小
作
人
総
戸
数
は
一
四
七
戸
で
あ
る
�。

　

細
川
農
場
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
。
大
橋
農
場
は
大
橋
興
一
が
社
長
で
あ
り
、
益
山
郡
裡
里

に
事
務
所
を
置
き
、
金
堤
郡
下
離
面
に
分
場
を
置
く
。
一
三
〇
〇
町
歩
の
畓
を
所
有
す
る
�。

伊

藤
農
場
は
完
州
郡
参
礼
面
に
位
置
し
た
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
�。

三
重
農
場
は
益
山
郡
裡
里

邑
に
位
置
し
、
一
九
一
七
年
に
諸
戸
清
六
が
設
立
（
資
本
金
百
万
円
）
し
、
扶
安
、
全
州
、
金

堤
、
益
山
、
沃
溝
の
各
郡
に
約
八
五
〇
余
町
歩
の
畓
を
所
有
す
る
。
一
九
二
一
年
に
株
式
会
社

に
改
編
し
社
長
と
な
る
。
そ
の
後
、
水
谷
忠
三
が
二
代
目
社
長
と
な
る
�。

　

華
星
農
場
は
益
山
郡
裡
里
邑
に
位
置
し
、
京
城
在
住
の
富
豪
で
あ
る
白
寅
基
が
経
営
し
、
以

前
は
全
州
に
事
務
所
を
置
い
た
が
、
一
九
〇
八
年
裡
里
に
事
務
所
を
移
し
た
�。

支
配
人
の
青

田
竹
治
は
沃
溝
郡
瑞
穂
面
の
代
表
的
な
産
業
資
本
型
投
資
家
で
あ
り
、
彼
が
投
資
し
た
企
業

は
、
朝
鮮
製
筵
、
裡
里
魚
菜
市
場
、
ソ
ウ
ル
護
謨
社
、
全
北
企
業
、
三
和
、
白
友
昌
道
鉱
業
な

ど
で
あ
る
�。

経
営
者
の
白
寅
基
（
一
八
八
二
～
一
九
四
二
年
）
は
全
羅
北
道
任
実
郡
出
身
で
、

一
九
〇
〇
年
に
度
支
部
主
事
と
な
り
、
一
九
一
三
年
現
在
、
韓
一
銀
行
専
務
理
事
、
日
韓
瓦
斯

電
気
株
式
会
社
理
事
、
漢
湖
農
工
銀
行
理
事
、
朝
鮮
勧
農
株
式
会
社
理
事
に
在
職
中
だ
っ
た
。

一
九
二
七
年
に
は
京
畿
道
道
評
議
員
、
中
枢
院
参
議
に
任
命
さ
れ
る
�。

佐
伯
農
場
に
関
し
て
明

き
ら
か
で
な
い
。
代
理
人
の
金
和
烔
は
益
山
郡
裡
里
邑
の
富
豪
で
あ
り
、
全
羅
北
道
内
で
有
数

の
大
地
主
で
あ
る
�。

　

こ
う
し
た
各
農
場
と
現
場
で
直
接
交
渉
に
当
っ
た
の
は
、
裡
里
土
木
出
張
所
の
川
澤
所
長
で

あ
る
。
生
田
内
務
局
長
は
一
九
二
五
年
七
月
、
川
澤
裡
里
土
木
出
張
所
長
に
対
し
、「
蒙
利
区

域
賦
課
率
決
定
資
料
ト
シ
テ
今
日
洪
水
ニ
依
ル
浸
水
区
域
内
被
害
程
度
調
査
ヲ
道
庁
ト
打
合
ニ

至
急
施
行
相
成
度
」
と
業
務
を
催
促
し
た
�。

　

土
地
買
収
金
の
関
係
地
主
に
賦
課
す
る
総
督
府
の
方
針
は
、
流
域
地
主
・
住
民
か
ら
大
き
な

反
発
を
受
け
た
。
全
羅
北
道
庁
は
一
九
二
五
年
一
二
月
、
関
係
地
で
あ
る
全
州
、
金
堤
、
益
山

の
三
郡
守
と
、
全
州
の
助
村
、
参
礼
、
益
山
の
三
面
長
、
益
山
郡
の
春
浦
、
八
峰
、
北
一
、
益

山
の
四
面
長
、
金
堤
郡
の
龍
池
、
白
鴎
の
二
面
長
等
と
会
議
を
開
催
し
た
。
そ
の
結
果
、
不
足

額
四マ

五マ

万
円
を
関
係
各
面
の
地
主
に
特
別
に
賦
課
し
、
六
ヶ
年
で
毎
年
七
万
五
〇
〇
〇
円
ず
つ

徴
収
す
る
こ
と
に
し
た
�。

　

こ
の
後
、
全
羅
北
道
庁
の
下
部
行
政
機
関
に
下
ろ
さ
れ
、
工
事
費
の
一
部
は
各
郡
、
面
の
地

主
に
対
し
、「
受
益
税
」
と
の
名
目
で
賦
課
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
九
三
二
年
一
〇
月
に
、

金
堤
郡
孔
徳
面
黄
山
里
で
は
万
頃
江
流
域
の
地
主
が
会
合
を
開
き
、
こ
の
負
担
は
仕
方
な
い

の
で
受
け
入
れ
る
が
、
地
主
側
は
八
年
間
、
一
反
当
た
り
一
円
二
〇
銭
ず
つ
納
付
す
る
方
式
を

一
八
年
間
に
延
長
す
る
こ
と
を
決
議
し
、
地
主
代
表
（
西
江
澄
起
太
、
柳
泓
永
、
大
場
農
場
の

二
名
）
が
全
羅
北
道
庁
に
陳
情
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
た
�。

三
・
土
地
収
用
を
め
ぐ
る
朝
鮮
総
督
府
と
地
主
の
対
立

　
（
１
）
一
九
一
一
年
の
土
地
収
用
令

　

一
九
二
五
年
か
ら
開
始
し
た
万
頃
江
改
修
工
事
に
先
立
ち
、
す
で
に
早
い
時
期
か
ら
万
頃
江

流
域
で
は
土
地
収
用
が
行
わ
れ
て
い
た
。
藤
井
寛
太
郎
が
組
合
長
を
務
め
た
臨
益
水
利
組
合
で

は
一
部
の
朝
鮮
人
地
主
が
水
利
組
合
設
置
反
対
運
動
を
展
開
し
た
。
こ
の
た
め
、
藤
井
は
関

係
地
主
を
群
山
警
察
署
に
連
行
さ
せ
て
、
所
有
地
の
売
却
を
強
要
し
た
。
藤
井
は
一
九
一
一
年

一
一
月
、
土
地
収
用
令
第
四
条
と
同
施
行
細
則
第
七
条
に
よ
り
、
反
当
り
二
～
六
円
の
廉
価
で

土
地
を
購
入
し
た
と
い
う
�。

　

一
九
一
一
年
七
月
一
四
日
、
寺
内
正
毅
総
督
は
朝
鮮
内
の
京
畿
道
京
城
府
・
楊
州
郡
、
慶
尚

北
道
の
大
邱
府
、
全
羅
北
道
の
全
州
郡
・
任
実
郡
・
南
原
郡
に
土
地
収
用
令
を
施
行
し
た
。
こ

れ
が
朝
鮮
に
お
け
る
最
初
の
土
地
収
用
令
適
用
で
あ
る
�。

こ
れ
と
前
述
の
臨
益
水
利
組
合
関
連

の
土
地
収
用
令
は
時
期
的
に
少
し
ず
れ
る
が
、
こ
の
事
例
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。
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（
２
）
一
九
二
七
年
の
土
地
収
用
令
交
渉

　

一
九
二
五
年
以
降
、
万
頃
江
改
修
工
事
に
と
も
な
い
土
地
収
用
を
め
ぐ
っ
て
協
議
が
続
け

ら
れ
た
が
、
一
部
地
主
と
の
間
で
は
解
決
し
な
か
っ
た
。
一
九
二
七
年
三
月
に
渡
辺
全
羅
北
道

知
事
は
生
田
内
務
局
長
に
対
し
て
、「
爾
来
土
地
価
格
ハ
起
業
ニ
依
ル
以
外
ニ
一
般
ニ
騰
貴
シ
、

為
メ
ニ
一
部
ノ
者
ハ
買
収
価
格
ガ
時
価
ニ
比
シ
廉
ナ
リ
ト
シ
、
代
地
ヲ
定
ム
ル
能
ハ
ザ
ル
ノ
理

由
ヲ
以
テ
容
易
ニ
応
諾
セ
ス
�」

と
、
土
地
買
収
が
順
調
に
進
ん
で
い
な
い
こ
と
を
訴
え
た
。

　

朝
鮮
の
土
地
収
用
令
で
は
、
起
業
者
が
土
地
収
用
の
認
定
を
受
け
る
た
め
に
は
、
第
五
条
に

「
地
方
長
官
を
経
由
し
て
朝
鮮
総
督
に
申
請
す
へ
し
�」

と
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
万
頃
江
改

修
工
事
は
総
督
府
内
務
局
土
木
課
が
行
う
直
轄
河
川
工
事
で
あ
る
が
、
土
地
収
用
を
適
用
す
る

場
合
、
総
督
（
実
際
に
は
内
務
局
長
）
が
道
知
事
に
土
地
収
用
を
依
頼
し
、
こ
れ
を
受
け
て
道

知
事
が
再
び
総
督
に
「
申
請
」
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
総
督
府
が
起
業
者
の
場
合
、

土
地
収
用
令
の
条
文
の
内
容
か
ら
見
て
、
総
督
府
の
意
向
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
る
と
い

え
る
�。

　

こ
う
し
た
複
雑
な
手
続
き
の
た
め
、
総
督
府
と
全
羅
北
道
庁
は
役
割
分
担
を
明
確
に
す
る
必

要
が
あ
っ
た
。
一
九
二
六
年
八
月
、
渡
辺
全
羅
北
道
知
事
か
ら
生
田
内
務
局
長
に
土
地
収
用
令

適
用
に
関
す
る
際
、知
事
と
総
督
の
具
体
的
な
役
割
分
担
の
照
会
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

生
田
内
務
局
長
は
、
①
「
事
業
認
定
」
後
の
協
議
は
知
事
、
②
「
裁
決
」
申
請
及
び
関
係
人
に

通
知
は
総
督
、
た
だ
し
「
裁
決
」
申
請
に
必
要
な
資
料
を
送
付
す
る
こ
と
、
③
裁
決
補
償
金
、

並
び
に
払
渡
、
供
託
は
知
事
、
④
土
地
の
引
受
は
知
事
、
⑤
登
記
の
嘱
託
は
知
事
、
と
役
割
分

担
を
回
答
し
た
�。

　

一
九
二
七
年
九
月
二
日
、
渡
辺
全
羅
北
道
知
事
は
総
督
府
の
生
田
内
務
局
長
に
対
し
、
土
地

収
用
に
関
す
る
「
事
業
認
定
」
を
申
請
し
た
。
対
象
と
な
る
土
地
所
有
者
は
、
金
駿
熙
と
朴
済

賢
の
二
名
だ
っ
た
。
土
地
収
用
の
対
象
と
な
る
土
地
は
、
金
堤
郡
白
鴎
面
白
鴎
里
の
六
一
一
坪

（
田
、
畓
、
雑
）、
益
山
郡
春
浦
面
石
灘
里
の
二
万
九
二
七
七
坪
（
田
、
畓
、
雑
）、
益
山
郡
春

浦
面
石
灘
里
の
六
七
五
坪
（
雑
）、
合
計
三
万
六
〇
六
三
坪
と
広
大
だ
っ
た
。
前
者
の
二
ヶ
所

は
金
駿
熙
の
所
有
地
で
あ
り
、
後
者
は
朴
済
賢
の
所
有
だ
っ
た
�。

　

金
駿
熙
の
本
籍
は
金
堤
郡
白
鴎
面
半
月
里
で
あ
り
、全
州
の
八
達
町
に
住
む
大
地
主
だ
っ
た
。

彼
は
道
内
屈
指
の
大
地
主
で
あ
り
、
農
場
を
開
設
し
、
一
九
一
四
年
現
在
の
所
有
地
は
約
五
百

町
歩
、
小
作
人
は
一
千
名
で
あ
る
。
小
作
人
を
集
め
て
農
産
組
合
を
組
織
し
、
一
九
一
三
年
か

ら
共
同
で
精
米
籾
摺
工
場
を
設
置
し
た
。
全
州
農
工
銀
行
取
締
役
、
金
堤
地
方
金
融
組
合
監
事

を
務
め
た
�。

彼
は
豊
か
な
経
済
力
を
背
景
に
、
一
九
〇
八
年
に
金
堤
郡
白
鴎
面
半
月
里
に
「
私

立
測
量
学
校
」
を
、一
九
一
六
年
に
は
同
里
に
「
半
月
里
孤
児
院
」
を
、一
九
二
○
年
に
は
「
全

州
湖
英
講
習
院
」
を
、
一
九
二
四
年
に
は
「
全
州
湖
英
学
校
」
を
各
々
設
立
し
て
い
た
。
全
州

青
年
会
運
動
に
も
理
解
を
示
し
、
彼
は
全
州
青
年
会
が
建
設
す
る
会
館
に
百
円
の
義
捐
金
を
出

し
て
い
る
�。

ま
た
、
一
九
二
〇
年
に
全
州
に
朝
鮮
人
資
本
に
よ
っ
て
三
南
銀
行
（
朴
基
順
頭

取
）
が
設
立
さ
れ
た
際
、
最
大
の
株
主
が
金
駿
煕
で
あ
り
、
専
務
理
事
に
就
任
し
た
。
し
か
し
、

一
九
二
二
年
に
背
任
罪
で
起
訴
さ
れ
た
後
、
支
配
株
主
か
ら
脱
落
し
た
�。

朴
済
賢
は
金
堤
郡
白

鴎
面
内
和
田
里
が
本
籍
で
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
全
羅
北
道
庁
と
二
人
の
間
で
土
地

買
収
の
交
渉
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
補
償
額
に
は
全
羅
北
道
庁
と
二
人
の
間
に
大
き
な
差
が

あ
り
、交
渉
は
妥
結
に
至
ら
な
か
っ
た
。
渡
辺
全
羅
北
道
知
事
は
金
駿
熙
、朴
済
賢
に
対
し
、「
協

議
」
を
行
う
旨
を
伝
え
た
�。

　

一
九
二
七
年
一
〇
月
、
斉
藤
実
総
督
は
、
①
金
駿
熙
、
朴
済
賢
宛
、
②
真
田
尚
治
、
島
谷

八
十
八
、朝
鮮
殖
産
銀
行
全
州
支
店
長
宛
の
「
土
地
収
用
裁
決
請
求
通
知
書
」
案
を
作
成
し
た
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、「
大
正
十
五
年
以
来
再
三
御
協
議
致
候
得
共
御
承
知
ヲ
得
ル
ニ
至
ラ
サ

ル
ヲ
以
テ
本
日
全
羅
北
道
知
事
ノ
裁
決
ヲ
申
請
致
候
状
土
地
収
用
令
第
九
条
ニ
依
リ
此
段
及
通

知
候
也
」
と
の
文
言
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
起
業
者
と
し
て
総
督
府
が
全
羅
北
道
庁
に
「
裁
決
」

を
要
請
し
た
と
す
る
内
容
だ
っ
た
。
土
地
所
有
者
は
金
駿
熙
、
朴
済
賢
で
あ
り
、
そ
の
土
地
の

抵
当
権
者
が
真
田
尚
治
、
島
谷
八
十
八
、
朝
鮮
殖
産
銀
行
全
州
支
店
だ
っ
た
�。

　

真
田
尚
治
は
益
山
郡
五
山
面
に
真
田
農
場
を
経
営
し
て
い
た
。
一
九
三
六
年
現
在
、
真
田

農
事
合
名
会
社
の
出
資
者
兼
代
表
社
員
で
あ
る
。
資
本
金
三
一
〇
万
円
で
、
農
場
経
営
、
農

事
、
植
林
、
不
動
産
、
有
価
証
券
、
金
融
な
ど
を
目
的
と
し
た
�。

島
谷
八
十
八
（
一
八
六
二
～

一
九
四
四
）
は
山
口
県
出
身
で
、
同
県
内
で
薬
種
商
、
酒
造
業
を
行
な
い
、
由
宇
銀
行
監
査
役
、

由
宇
商
業
合
資
会
社
社
長
な
ど
の
職
に
あ
っ
た
。
一
九
〇
三
年
に
満
州
・
朝
鮮
を
視
察
し
た
後

群
山
に
居
住
し
、
一
九
〇
四
年
か
ら
沃
溝
郡
の
土
地
を
買
収
し
続
け
、
一
九
二
七
年
に
島
谷
農
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事
（
沃
溝
郡
開
井
面
下
長
里
）
を
設
立
し
た
。
一
九
二
八
年
現
在
、
約
一
六
〇
〇
町
歩
の
農
場

を
持
ち
、
小
作
人
は
一
四
〇
〇
人
だ
っ
た
。
一
九
三
一
年
に
島
谷
農
場
と
改
称
し
た
。
彼
は
群

山
居
留
民
団
議
員
、
臨
益
南
部
水
利
組
合
長
、
臨
益
水
利
組
合
理
事
を
歴
任
し
た
�。

朝
鮮
殖
産

銀
行
は
総
督
府
が
六
つ
の
農
工
銀
行
が
合
併
さ
せ
、
一
九
一
八
年
に
設
立
し
た
特
殊
銀
行
で
あ

る
。
設
立
時
の
資
本
金
は
一
千
万
円
、
初
代
頭
取
は
三
島
太
郎
で
あ
る
�。

　

こ
う
し
た
全
羅
北
道
庁
、
総
督
府
の
圧
力
に
屈
し
て
、
金
駿
熙
、
朴
済
賢
は
一
九
二
七
年

一
一
月
二
五
日
付
で
斎
藤
實
総
督
に
対
し
、
土
地
の
買
収
に
応
じ
る
「
願
書
」
を
提
出
し
た
。

そ
の
内
容
は
、「
今
回
土
地
収
用
令
ニ
依
リ
収
用
ノ
御
手
続
相
煩
ス
コ
ト
ゝ
相
成
リ
タ
ル
ハ
誠

ニ
恐
縮
ニ
存
候　

就
テ
ハ
今
回
悟
ル
ト
コ
ロ
有
之
候　

協
議
ニ
係
ル
御
指
定
価
格
ヲ
以
テ
買
収

ニ
応
シ
一
切
苦
情
申
間
敷
候
」
と
、
土
地
収
用
令
の
適
用
不
可
を
申
請
し
て
き
た
�。

結
局
、
二

人
は
総
督
府
と
全
羅
北
道
庁
の
圧
力
に
屈
し
て
、
土
地
の
売
却
に
応
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を

受
け
、
斉
藤
実
総
督
は
一
九
二
七
年
一
二
月
、
渡
辺
全
羅
北
道
知
事
に
対
し
て
、
土
地
収
用
の

「
裁
決
」
請
求
を
取
り
下
げ
た
�。

　
（
３
）
一
九
二
八
年
の
土
地
収
用
令

　

一
九
二
八
年
四
月
一
八
日
、
山
梨
半
造
総
督
は
「
土
地
収
用
公
告
」
を
『
朝
鮮
総
督
府
官

報
』
に
掲
載
し
た
。
起
業
者
は
「
総
督
府
」、
事
業
の
種
類
は
「
万
頃
江
改
修
付
帯
事
業
」、

「
収
用
ス
ベ
キ
土
地
の
細
目
」
は
全
羅
北
道
「
全
州
郡
助
村
面
花
田
里
五
一
田
、
同
面
古
浪
里

一
〇
六
七
田
、
一
〇
七
一
田
」
の
三
筆
で
あ
る
�。

こ
の
件
に
つ
い
て
は
『
万
頃
江
改
修
工
事
』

に
は
ま
っ
た
く
資
料
が
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
『
東
亜
日
報
』
に
も
関
連
記
事
が
掲
載
さ
れ

て
い
な
い
。
場
所
も
金
駿
熙
、
朴
済
賢
の
土
地
の
場
所
と
は
異
な
り
、
お
そ
ら
く
前
記
の
二
名

以
外
の
土
地
と
思
わ
れ
る
。

　
（
４
）
一
九
二
九
年
の
土
地
収
用
令

　

万
傾
江
改
修
工
事
の
進
捗
に
伴
い
、
一
九
二
八
年
八
月
か
ら
総
督
府
と
李
鐘
亮
、
金
瞬
熙
、

李
同
浩
の
間
で
土
地
買
収
交
渉
が
進
め
ら
れ
た
が
、
今
回
も
合
意
に
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
た

め
、
一
九
二
九
年
五
月
一
七
日
、
山
梨
総
督
は
「
土
地
収
用
公
告
」
を
『
朝
鮮
総
督
府
官
報
』

に
掲
載
し
た
。起
業
者
は「
総
督
府
」、事
業
の
種
類
は「
河
川
改
修
」で
あ
る
。「
土
地
の
細
目
」は
、

全
羅
北
道
の
「
金
堤
郡
白
鴎
面
半
月
里
四
八
五
墳
墓
地
、
五
〇
九
田
、
五
一
〇
田
、
五
一
一
墳

墓
地
、
五
一
二
田
」
の
五
筆
で
あ
る
�。

　

土
地
収
用
令
第
八
条
で
は
「
公
告
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
起
業
者
ハ
其
ノ
土
地
ニ
関
シ
収
用
又
ハ

使
用
ノ
権
利
ヲ
取
得
ス
ル
為
関
係
人
ニ
協
議
ヲ
為
ス
ヘ
シ
」
と
あ
り
、
こ
の
た
め
総
督
府
は
土

地
所
有
者
と
「
協
議
」
を
行
な
っ
た
。
し
か
し
、「
協
議
調
ハ
ザ
ル
」
た
め
、
同
令
第
九
条
の

規
定
「
前
条
ノ
協
議
調
ハ
サ
ル
ト
キ
又
ハ
協
議
ヲ
為
ス
コ
ト
能
ハ
サ
ル
ト
キ
ハ
起
業
者
ハ
地
方

長
官
ノ
裁
決
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
�」

と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
九
二
九
年
六
月
に

総
督
府
は
林
茂
樹
全
羅
北
道
知
事
に
対
し
、
土
地
収
用
の
「
裁
決
」
を
要
請
し
た
�。

　

土
地
は
五
筆
に
過
ぎ
な
い
が
、
対
象
の
土
地
は
広
大
だ
っ
た
。
①
「
四
八
五
墳
墓
地
」
は

五
九
九
坪
（
李
鐘
亮
の
所
有
）、②
「
五
〇
九
田
」
は
四
二
五
坪
（
金
駿
熙
の
所
有
）、③
「
五
一
〇

田
」
は
一
六
二
坪
（
李
同
浩
の
所
有
）
④
「
五
一
一
墳
墓
地
」
は
八
六
七
坪
（
李
同
浩
の
所
有
）、

⑤
「
五
一
二
田
」
は
一
七
五
坪（
李
同
浩
の
所
有
）で
あ
り
、
合
計
二
二
二
八
坪
に
も
達
し
た
�。

金
駿
熙
以
外
の
李
鐘
亮
三
、
李
同
浩
の
経
歴
は
不
明
だ
が
、
中
小
地
主
と
思
わ
れ
る
。

　

三
名
に
は
総
督
府
の
土
地
買
収
要
求
を
拒
絶
す
る
明
確
な
理
由
が
あ
っ
た
。
李
鐘
亮
が
所
有

す
る
墳
墓
地
は
祭
祀
す
る
霊
位
が
二
代
の
祖
で
あ
リ
、
子
孫
は
数
十
人
を
数
え
る
。
ま
た
、
山

相
か
ら
も
貴
重
な
場
所
で
あ
る
と
述
べ
た
。
金
駿
熙
は
反
対
理
由
と
し
て
、「
本
山
林
ハ
附
近

ノ
勝
地
ニ
シ
テ
」、「
吾
祖
先
ハ
此
ノ
瑞
相
ヲ
卜
シ
テ
山
下
ニ
永
久
ノ
居
宅
ヲ
構
ヘ
既
ニ
伝
系
六

代
ナ
リ
」
と
答
え
た
。
李
同
浩
も
反
対
理
由
と
し
て
、「
墓
基
ハ
実
ニ
今
ヲ
距
ル
二
百
有
余
年

前
ノ
興
安
ニ
属
シ
六
代
ノ
祖
（
中
略
）
ヲ
祭
祀
シ
子
孫
ハ
現
ニ
数
百
人
ニ
及
」
ぶ
と
し
た
�。

三

人
の
理
由
は
墳
墓
が
子
孫
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
価
値
を
も
つ
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
は
朝

鮮
の
伝
統
的
な
風
水
地
理
説
に
根
ざ
し
た
思
考
方
式
に
由
来
し
て
い
た
�。

　

こ
れ
ら
の
五
筆
の
土
地
に
続
い
て
、
さ
ら
に
一
九
二
九
年
六
月
二
一
日
、
山
梨
総
督
は
「
土

地
収
用
公
告
」
を
『
朝
鮮
総
督
府
官
報
』
に
掲
載
し
た
。
今
回
は
同
年
五
月
一
七
日
の
事
業

認
定
に
一
筆
を
追
加
し
た
。
土
地
は
、
全
羅
北
道
の
「
金
堤
郡
白
鴎
面
半
月
里
三
九
四
ノ
一

林
野
�」

で
あ
る
。
こ
れ
は
護
岸
工
事
用
石
材
採
取
の
た
め
に
必
要
な
土
地
で
あ
り
、
面
積
は

三
四
二
九
坪
で
あ
る
。
所
有
者
は
今
回
も
金
駿
熙
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
一
九
二
九
年
六
月
に

川
澤
裡
里
土
木
出
張
所
長
は
生
田
内
務
局
長
に
対
し
て
、「
土
地
収
用
裁
決
の
件
申
請
」
を
行

な
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
同
年
同
月
、
山
梨
総
督
は
林
全
羅
北
道
知
事
に
対
し
て
土
地
収
用
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九

の
「
裁
決
」
を
請
求
し
た
。
金
駿
熙
が
土
地
買
収
に
応
じ
な
か
っ
た
の
は
、
①
瑞
相
を
卜
し

て
永
久
の
宅
を
構
え
、
す
で
に
六
代
に
な
る
こ
と
、
②
補
償
金
額
が
二
、三
千
円
程
度
で
あ
り
、

あ
ま
り
に
も
安
い
こ
と
、
等
の
理
由
だ
っ
た
�。

　

こ
れ
を
受
け
て
、
全
羅
北
道
庁
は
一
九
二
九
年
七
月
、「
裁
決
」
土
地
の
細
目
な
ど
を
「
全

羅
北
道
公
告
」
に
よ
り
掲
示
し
た
。
最
終
的
に
、
一
九
二
九
年
七
月
二
〇
日
、
全
羅
北
道
庁

は
金
駿
熙
所
有
の
七
二
二
坪
の
土
地
収
用
を
実
行
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、「
金
〔
駿
熙
＝
広
瀬
〕

氏
は
土
木
課
の
遣
り
方
は
人
権
蹂
躙
も
甚
だ
し
い
と
□不
□明
に
怒
り
出
し
久
永
弁
護
人
を
代
理
人

と
し
て
総
督
を
相
手
に
訴
訟
を
起
こ
す
�」

と
述
べ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
土
地
収
用
令
の
第
十
条
に
は
、「
起
業
者
又
ハ
関
係
人
地
方
長
官
ノ
裁
決
又
ハ
決

定
ニ
不
服
ア
ル
ト
キ
ハ
裁
決
書
又
ハ
決
定
書
ノ
謄
本
ノ
交
付
ヲ
受
ケ
タ
ル
日
ヨ
リ
三
十
日
以
内

ニ
朝
鮮
総
督
ノ
裁
定
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
�」

と
あ
る
。
だ
が
、起
業
者
が
総
督
府
で
あ
る
以
上
、

朝
鮮
総
督
の
「
裁
定
」
が
再
び
覆
る
可
能
性
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
総
督
府
は
直
轄
河
川
改
修
工
事
の
第
一
弾
と
し
て
、
一
九
二
五
年
か
ら
万
頃
江
改

修
工
事
に
着
手
し
た
。
こ
の
背
景
に
は
、
万
頃
江
流
域
に
主
に
日
本
人
経
営
の
水
利
組
合
が
五

つ
設
置
さ
れ
、
日
本
人
農
場
主
か
ら
の
河
川
改
修
要
請
が
あ
っ
た
。
工
事
は
内
務
局
裡
里
土
木

出
張
所
が
担
当
し
、
工
事
は
全
州
川
堤
防
修
築
工
事
と
万
頃
江
本
流
・
支
流
改
修
工
事
に
大
別

さ
れ
た
。

　

第
二
に
、
総
督
府
内
務
局
は
用
地
買
収
費
用
を
少
な
め
に
見
積
も
っ
た
た
め
、
用
地
買

収
費
約
八
二
万
五
千
円
の
う
ち
五
一
万
円
の
予
算
し
か
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
残
り
の

三
一
万
五
千
円
を
全
羅
北
道
の
蒙
利
地
域
の
郡
、
面
に
対
し
五
年
分
割
で
賦
課
金
と
し
て
徴
収

す
る
こ
と
に
し
た
。
特
に
万
頃
江
改
修
に
密
接
な
関
係
を
持
つ
一
〇
農
場
の
農
場
主
・
代
理
人

を
呼
び
出
し
、
要
請
を
行
っ
た
。
参
加
者
一
三
名
の
内
、
一
〇
名
は
日
本
人
、
三
名
は
朝
鮮
人

だ
っ
た
。

　

第
三
に
、
万
頃
江
流
域
で
の
土
地
収
用
令
に
関
し
て
は
、
四
件
確
認
さ
れ
る
。
第
一
は
、

一
九
一
一
年
で
こ
れ
は
万
頃
江
改
修
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。
臨
益
水
利
組
合
に
反
対
す
る
朝
鮮

人
地
主
に
対
し
て
だ
っ
た
。
第
二
は
、
一
九
二
七
年
で
あ
り
、
万
頃
江
改
修
工
事
に
関
し
、
約

三
万
六
千
坪
だ
っ
た
。
土
地
は
朝
鮮
人
地
主
の
二
名
の
所
有
地
だ
っ
た
。
全
羅
北
道
庁
と
二
人

の
協
議
が
不
調
に
終
わ
っ
た
た
め
、
朝
鮮
総
督
は
起
業
者
と
し
て
裁
決
を
同
庁
に
求
め
、
こ
れ

を
二
人
に
通
知
し
た
。
最
終
的
に
、
同
庁
、
朝
鮮
総
督
の
圧
力
に
屈
し
、
土
地
収
用
令
の
適
用

以
前
に
二
人
は
土
地
を
売
却
し
た
。
第
三
は
一
九
二
八
年
で
あ
り
、
こ
れ
は
三
筆
で
あ
り
、
面

積
は
不
明
で
あ
る
。
第
四
は
、
一
九
二
九
年
で
あ
り
、
五
筆
、
二
二
二
八
坪
だ
っ
た
。
朝
鮮
人

三
名
の
土
地
で
あ
り
、
墳
墓
地
な
ど
で
あ
る
た
め
、
三
名
は
買
収
に
強
く
反
対
し
た
。
ま
た
、

同
年
に
一
筆
が
追
加
さ
れ
、
こ
れ
は
三
四
二
九
坪
の
林
野
だ
っ
た
。
朝
鮮
人
三
名
と
同
庁
の
協

議
は
整
わ
な
か
っ
た
た
め
、
朝
鮮
総
督
は
全
羅
道
知
事
に
裁
決
の
申
請
行
い
、
こ
れ
を
受
け
て

同
庁
は
三
名
の
土
地
の
一
部
を
収
用
し
た
。

　

第
四
に
、
総
督
府
が
起
業
者
で
あ
る
万
頃
江
改
修
工
事
の
場
合
、
終
始
、
内
務
局
、
内
務
局

裡
里
土
木
出
張
所
が
全
羅
北
道
庁
と
緊
密
に
連
絡
を
取
り
合
い
、
同
庁
と
詳
細
な
役
割
分
担
を

行
っ
て
い
た
。
土
地
収
用
令
の
条
文
で
は
、
土
地
関
係
人
の
意
思
が
制
度
的
に
あ
る
程
度
尊
重

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
回
の
場
合
、
土
地
関
係
人
の
意
思
は
全
く
配
慮
さ

れ
ず
、
朝
鮮
総
督
が
事
業
認
定
を
行
っ
た
段
階
で
土
地
収
用
は
事
実
上
決
定
し
た
と
い
え
る
。



福
岡
大
学
研
究
部
論
集　
Ａ　

十
（
三
）
二
〇
一
〇

（ 　 ）10

一
〇

図
１
・
万
頃
江
改
修
計
画
図

朝
鮮

総
督

府
『

朝
鮮

河
川

調
査

書
・

附
図

』（
同

府
 1

92
9年

）
第

23
5図

。
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表１・万頃江改修用地買収、及び移転補償費（案）
１・用地買収所要額 円

田 362町歩 査定地価の２倍 178848
その他 780町歩 査定地価の２倍 615525
予備 30727

合計 1142町歩 825000

２・全州川堤防工事費の買収補償費内訳
田 82町歩 査定地価の２倍 38287

その他 46町歩 査定地価の２倍 17452
林野 ５町歩 見込 700

合計 用地費 56493

３・その他の補償費
家屋 ５戸 560
桑 54反８ １反平均100円 5480

枇柳 11反 １反平均20円 238
麦 250反 １反平均４円 1000

洑取入堰改造 ２ヶ所 2000
駅屯土 ２筆 409坪 33

樹木その他 789
合計 捕縄費 10000

４・その他
橋梁補償 鉄道橋 １ヶ所 40000

電柱移転など 3000
留置用地費 33561

合計 144000

合計 1035493
生田清三郎内務局長発、下岡忠治政務総監宛文書、「万頃江改修用地買収及移転補償費」
（1925年２月20日）、『万頃江改修工事』

表２・万頃江改修期成同盟の会員（1925年12月）
農場名 地主、代理人の氏名 蒙利域内所有面積（町歩） 買収すべき面積（町歩）

1 今村農場 今村一次郎 120.2 35.7

2 井上農場
井上正一 98.5 46.0
朴基順 67.5 5.4

3 東山農場 徳弘威太郎 744.0 62.5
4 田坂農場 田坂佐三郎 57.1 20.0
5 細川農場 永原邦夫 767.7 146.2
6 大橋農場 山崎増平 368.9 42.1

7 伊藤農場
小林宗十郎 68.0 0.1
洪鍾柱 42.4 4.5

8 三重農場 阿波栄一 94.2 11.6
9 華星農場 青田竹治 156.9 77.4

10 佐伯農場
佐伯紀清 78.5 12.7
金和炯 106.6 25.9

合計 2770.5 500.1
青木戒三全羅北道知事発、今村武志内務局長宛文書、「万頃江用地買収ニ関シ関係地主会同ノ件」（1925年
12月３日）『万頃江改修工事』
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一
二

〔
補
註
〕

⑴　

広
瀬
貞
三
「
水
豊
発
電
所
建
設
と
水
没
地
問
題
―
朝
鮮
側
を
中
心
に
」『
朝
鮮
学
報
』

一
三
九
号
（
一
九
九
一
年
四
月
）。
同
「
朝
鮮
に
お
け
る
土
地
収
用
令
―
一
九
一
〇
～
二
〇

年
代
を
中
心
に
」『
新
潟
国
際
情
報
大
学
情
報
文
化
学
部
紀
要
』
二
号
（
一
九
九
九
年
三
月
）。

同
「
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
土
地
収
用
令 

―
一
九
三
〇
～
四
〇
年
代
を
中
心
に
」
朝
鮮

学
会
第
五
〇
回
大
会
（
一
九
九
九
年
一
〇
月
）
報
告
レ
ジ
ュ
メ
。
同
「
植
民
地
期
に
お
け
る

南
朝
鮮
鉄
道
建
設
と
土
地
収
用
令
」
国
際
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
会
（
二
〇
〇
九
年
一
一

月
）
報
告
レ
ジ
ュ
メ
。
同
「
植
民
地
期
朝
鮮
に
お
け
る
羅
津
港
建
設
と
土
地
収
用
令
」『
環

日
本
海
研
究
年
報
』
一
七
号
（
二
〇
一
〇
年
三
月
）。

⑵　

最
近
の
主
な
研
究
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
박
명
구
「
日
帝
下
水
利
組
合
의 

設

置
過
程
과 

그 

社
会
経
済
的
結
果
에 

대
한 
研
究
―
全
北
地
方
을 

中
心
으
로
」『
省
谷
論
叢
』

二
〇
号
（
一
九
八
九
年
）。
이
경
란
「
日
帝
下
水
利
組
合
과 

農
場
地
主
制
―
沃
溝
・
益
山
地

域
의 

事
例
」『
学
林
』
一
二
・
一
三
合
輯
号
（
一
九
九
一
年
）。
徐
承
甲
「
日
帝
下
水
利
組
合

区
域
内
増
収
穫
의 

分
配
과 

農
民
運
動
―
臨
益
・
益
沃
水
利
組
合
을 

中
止
으
로
」『
史
学
研

究
』四
一
号（
一
九
九
一
年
）。
李
圭
洙『
近
代
朝
鮮
に
お
け
る
植
民
地
地
主
制
と
農
民
運
動
』

（
信
山
社
、
一
九
九
六
年
）。
松
本
武
祝
「
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
農
業
用
水
開
発
と
水
利
秩

序
の
改
編
―
万
頃
江
流
域
を
対
象
と
し
て
」『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
四
一
号
（
二
〇
〇
三

年
一
〇
月
）。
同
『
朝
鮮
農
村
の
〈
植
民
地
〉
経
験
』（
社
会
評
論
社
、二
〇
〇
五
年
）
所
収
。

洪
性
賛
・
최
원
규
・
이
준
식
・
禹
大
亨
・
이
경
란
『
日
帝
下
万
頃
江
流
域
의 

社
会
史
―
水

利
組
合
、
地
主
制
、
地
域
政
治
』（
혜
안
、
二
〇
〇
六
年
）。（
以
下
、『
万
頃
江
流
域
의 
社

会
史
』
と
す
る
）。
金
玄
「
植
民
地
朝
鮮
と
久
米
米
次
郎
―
朝
鮮
に
お
け
る
事
業
基
盤
と
参

政
権
問
題
」『
海
港
都
市
研
究
』
四
号
（
二
〇
〇
九
年
三
月
）。
정
승
건
「
韓
末
日
帝
初
期
堤

堰
契
의 

近
代
的
水
利
組
合
으
로
의 

転
換
」『
全
北
史
学
』
二
四
号
（
二
〇
〇
九
年
三
月
）。

⑶　

朝
鮮
総
督
府
『
朝
鮮
河
川
調
査
書
』（
同
府
、
一
九
二
九
年
）
七
〇
二
～
七
〇
三
頁
。
韓

国
民
族
文
化
大
百
科
事
典
編
集
部
『
韓
国
民
族
文
化
大
百
科
事
典
』
第
七
巻
（
韓
国
精
神
文

化
研
究
院
、
一
九
九
一
年
）
六
〇
二
頁
。

⑷　

前
掲
書
『
朝
鮮
河
川
調
査
書
』
七
〇
三
頁
。

⑸　

前
掲
論
文
松
本
武
祝
「
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
農
業
用
水
開
発
と
水
利
秩
序
の
改
編
―

万
頃
江
流
域
を
対
象
と
し
て
」『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
四
一
号
、
一
四
八
～
一
五
〇
頁
。

詳
細
は
、
前
掲
書
『
万
頃
江
流
域
의 

社
会
史
』
掲
載
の
禹
大
亨
「
日
帝
下
万
頃
江
流
域
水

利
組
合
研
究
」
二
七
～
六
一
頁
を
参
照
。
ま
た
、
水
利
組
合
全
般
に
関
し
て
は
、
松
本
武
祝

『
植
民
地
期
朝
鮮
の
水
利
組
合
事
業
』（
未
来
社
、
一
九
九
九
一
年
）、
宮
嶋
博
史
・
松
本
武
祝
・

李
栄
薫
・
張
矢
遠
『
近
代
朝
鮮
の
水
利
組
合
事
業
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
二
年
）
参
照
。

⑹　
『
東
亜
日
報
』
一
九
二
三
年
七
月
二
九
日
付
。

⑺　

宇
津
木
初
三
郎
編
『
朝
鮮
の
宝
庫
全
羅
北
道
発
展
史
』（
文
化
商
会
、
一
九
二
八
年
）

四
二
九
～
四
三
〇
頁
。（
以
下
、『
全
羅
北
道
発
展
史
』
と
す
る
）。
前
掲
書
『
万
頃
江
流
域

의 

社
会
史
』
二
八
二
頁
。
韓
国
歴
史
情
報
統
合
シ
ス
テ
ム
（http://kh2.koreanhistory.

or.kr/

）。

⑻　

前
掲
書
『
全
羅
北
道
発
展
史
』
一
五
二
頁
。
浅
田
喬
二
『
増
補
・
日
本
帝
国
主
義
と
旧
植

民
地
地
主
制
度
』（
龍
渓
書
舎
、
一
九
八
九
年
）
一
二
三
頁
。

⑼　

前
掲
書
『
全
羅
北
道
発
展
史
』
四
二
八
頁
。

⑽　

広
瀬
貞
三
「
植
民
地
期
の
治
水
事
業
と
朝
鮮
社
会
―
洛
東
江
を
中
心
に
」『
朝
鮮
史
研
究

会
論
文
集
』
三
七
号
（
一
九
九
九
年
）
一
〇
九
～
一
一
二
頁
。

⑾　

三
峰
会
編
『
三
峰
下
岡
忠
治
伝
』（
同
会
、
一
九
三
〇
年
）
四
二
〇
頁
。

⑿　

前
掲
書
松
本
武
祝
『
朝
鮮
農
村
の
〈
植
民
地
近
代
〉
経
験
』
二
六
八
頁
。

⒀　

前
掲
書
『
朝
鮮
河
川
調
査
書
』
三
四
八
～
三
五
〇
、五
七
五
～
五
八
五
頁
。
載
寧
江
改
修

工
事
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
前
掲
書
『
朝
鮮
河
川
調
査
書
』
五
七
五
～
六
〇
二
頁
、
前
掲
書

『
朝
鮮
土
木
事
業
誌
（
昭
和
三
年
度
迄
）』
二
八
五
～
三
〇
八
頁
参
照
。

⒁　
『
朝
鮮
総
督
府
官
報
』
一
九
二
五
年
五
月
二
〇
日
。

⒂　

東
大
土
木
同
窓
会
編
『
東
大
土
木
同
窓
会
・
会
員
名
簿
』（
同
会
、一
九
八
一
年
）
一
五
頁
。

南
條
重
太
郎
「
朝
鮮
時
代
の
思
い
で
」、
内
田
襄
編
『
朝
鮮
時
代
の
想
い
出
』
第
一
集
（
同

人
、
一
九
八
二
年
）
五
六
頁
。
広
瀬
貞
三
「
朝
鮮
総
督
府
の
土
木
官
僚
」、
松
田
利
彦
・
や

ま
だ
あ
つ
し
編
『
日
本
の
朝
鮮
・
台
湾
支
配
と
植
民
地
官
僚
』（
思
文
閣
出
版
、二
〇
〇
九
年
）

二
六
六
～
二
六
七
頁
。
川
澤
は
論
説
「
朝
鮮
の
河
川
改
修
に
就
て
」
を
『
工
事
の
友
』
九
輯
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一
三

三
号
（
一
九
二
七
年
）
に
掲
載
し
て
い
る
。
東
大
の
同
期
生
と
し
て
、
宮
本
武
之
輔
（
後
に

企
画
院
次
長
）、
鮫
島
茂
（
後
に
日
本
港
湾
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
社
長
）
が
い
る
。

⒃　

韓
国
教
会
史
研
究
会
編
『
朝
鮮
総
督
府
及
所
属
官
署
職
員
録
』（
ゆ
ま
に
書
房
、

二
〇
〇
九
年
）
の
各
年
版
か
ら
作
成
。
坂
本
嘉
一
に
つ
い
て
は
、
前
掲
論
文
広
瀬
貞
三
「
朝

鮮
総
督
府
の
土
木
官
僚
」、『
日
本
の
朝
鮮
・
台
湾
支
配
と
植
民
地
官
僚
』
二
七
二
頁
参
照
。

⒄　

菊
池
新
吉
「
思
い
出
の
記
」、
前
掲
書
『
朝
鮮
時
代
の
想
い
出
』
第
一
集
、
三
頁
。

⒅　

田
中
俊
徳
「
思
い
出
の
ま
ゝ
」、
前
掲
書
『
朝
鮮
時
代
の
想
い
出
』
第
一
集
、
一
九
頁
。

⒆　

前
掲
書
『
朝
鮮
河
川
調
査
書
』
七
〇
一
～
七
二
二
頁
。

⒇　

前
掲
書
『
朝
鮮
河
川
調
査
書
』
七
一
一
～
七
一
四
頁
。

�　
『
東
亜
日
報
』
一
九
二
五
年
六
月
二
日
。

�　

前
掲
書
『
朝
鮮
土
木
事
業
誌
（
昭
和
三
年
度
迄
）』
二
六
九
～
二
八
三
頁
。

�　
「
万
頃
江
及
全
州
川
用
地
買
収
ニ
関
ス
ル
打
合
覚
書
」（
一
九
二
五
年
二
月
二
〇
日
）、
朝

鮮
総
督
府
編
『
万
頃
江
改
修
工
事
関
係
書
綴
』（
以
下
、『
万
頃
江
改
修
工
事
』
と
す
る
）（
韓

国
・
国
家
記
録
院
所
蔵
）。

�　
『
東
亜
日
報
』
一
九
二
五
年
八
月
二
五
日
。

�　

川
澤
章
明
裡
里
土
木
出
張
所
長
発
、
全
羅
北
道
内
務
部
長
宛
文
書
、「
万
頃
江
改
修
土
地

買
収
ニ
関
ス
ル
件
」（
一
九
二
七
年
一
月
二
七
日
）、『
万
頃
江
改
修
工
事
』。

�　

生
田
清
三
郎
内
務
局
長
発
、
林
茂
樹
全
羅
北
道
知
事
宛
文
書
、「
万
頃
江
改
修
ニ
依
ル
家

屋
移
転
ニ
関
ス
ル
件
」（
一
九
二
九
年
六
月
一
九
日
）、『
万
頃
江
改
修
工
事
』。

�　
『
東
亜
日
報
』
一
九
二
八
年
七
月
一
六
日
。

�　
『
東
亜
日
報
』
一
九
二
九
年
六
月
一
日
。

�　
『
東
亜
日
報
』
一
九
二
九
年
六
月
二
〇
日
。

�　

広
瀬
貞
三
「
一
九
一
〇
年
代
の
道
路
建
設
と
朝
鮮
社
会
」『
朝
鮮
学
報
』
一
六
四
号

（
一
九
九
七
年
七
月
）
二
六
～
三
〇
頁
。

�　

原
静
雄
「
困
難
な
る
治
山
治
水
事
業
」、
貴
田
忠
衛
編
『
朝
鮮
統
治
の
回
顧
と
批
判
』（
朝

鮮
新
聞
社
、
一
九
三
六
年
）
二
四
一
～
二
四
二
頁
。
原
静
雄
は
一
九
二
一
年
二
月
か
ら

一
九
二
三
年
一
二
月
ま
で
総
督
府
土
木
部
長
を
務
め
た
。

�　

大
塚
常
三
郎
内
務
局
長
発
、
下
岡
忠
治
政
務
総
監
宛
文
書
「
万
頃
江
改
修
工
事
用
地
費
ニ

関
ス
ル
件
」（
一
九
二
五
年
二
月
二
〇
日
）、『
万
頃
江
改
修
工
事
』。
洛
東
江
改
修
工
事
で
も

総
督
府
は
工
事
費
の
不
足
分
を
地
域
の
郡
、
面
に
賦
課
金
と
し
た
た
め
、
大
き
な
社
会
問
題

に
な
っ
た
。
前
掲
論
文
広
瀬
貞
三
「
植
民
地
期
の
治
水
事
業
と
朝
鮮
社
会
―
洛
東
江
を
中

心
に
」『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
三
七
号
、
一
一
九
～
一
二
一
頁
。
賦
課
金
に
つ
い
て
は
、

帝
国
地
方
行
政
学
会
編
『
朝
鮮
地
方
行
政
例
規
』（
帝
国
地
方
行
政
学
会
・
同
朝
鮮
本
部
、

一
九
二
七
年
）
一
三
七
、三
二
一
、四
九
二
、五
三
八
、五
四
一
～
五
四
二
、五
四
九
、五
五
九

頁
参
照
。
税
制
に
つ
い
て
は
、
鄭
泰
憲
『
日
帝
의 

経
済
政
策
과 

朝
鮮
社
会
―
租
税
政
策

을 

中
心
으
로
』（
歴
史
批
評
社
、
一
九
九
六
年
）
参
照
。

�
「
万
頃
江
及
全
州
改
修
用
地
買
収
ニ
関
ス
ル
覚
書
」（
一
九
二
四
年
二
月
二
〇
日
）、『
万
頃

江
改
修
工
事
』。

�　

亥
角
仲
蔵
全
羅
北
道
知
事
発
、
生
田
内
務
局
長
宛
文
書
、「
万
頃
江
改
修
用
地
買
収
ニ
関

シ
関
係
地
主
会
同
ノ
件
」（
一
九
二
五
年
一
二
月
三
日
）、『
万
頃
江
改
修
工
事
』。

�　

守
永
新
三
編『
全
羅
北
道
案
内
』（
全
北
日
日
新
聞
社
、一
九
一
四
年
）益
八
頁
。
前
掲
書『
全

羅
北
道
発
展
史
』
一
四
〇
頁
。
阿
部
薫
編
『
朝
鮮
都
邑
大
観
』（
民
衆
時
論
社
、
一
九
三
七
）

二
六
一
～
二
六
二
頁
。

�　

前
掲
書
『
全
羅
北
道
発
展
史
』
二
五
二
頁
。
韓
国
歴
史
情
報
統
合
シ
ス
テ
ム
（http://

kh2.koreanhistory.or.kr/

）。

�　

前
掲
書
浅
田
喬
二
『
増
補
・
日
本
帝
国
主
義
と
旧
植
民
地
地
主
制
』
一
四
四
頁
。

�　

前
掲
書
『
全
羅
北
道
発
展
史
』
一
五
四
頁
。

�　

前
掲
書
『
全
羅
北
道
発
展
史
』
一
三
二
～
一
三
八
頁
。

�　

韓
国
歴
史
情
報
統
合
シ
ス
テ
ム
（http://kh2.koreanhistory.or.kr/

）。

�　

前
掲
書
『
全
羅
北
道
発
展
史
』
四
五
〇
頁
。
韓
国
歴
史
情
報
統
合
シ
ス
テ
ム
（http://

kh2.koreanhistory.or.kr/

）。

�　

前
掲
書
『
全
羅
北
道
発
展
史
』
一
八
七
頁
。

�　

前
掲
書
『
万
頃
江
流
域
의 

社
会
史
』
二
八
〇
～
二
八
二
頁
。

�　

親
日
人
名
事
典
編
纂
委
員
会
編
『
親
日
人
名
事
典
』
第
二
巻
（
民
族
問
題
研
究
所
、
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一
四

二
〇
〇
九
年
）
二
一
五
～
二
一
六
頁
。
韓
国
歴
史
情
報
統
合
シ
ス
テ
ム
（http://kh2.

koreanhistory.or.kr/

）。

�　

前
掲
書
『
全
羅
北
道
発
展
史
』
二
六
九
頁
。

�　

生
田
内
務
局
長
発
、
川
澤
裡
里
土
木
出
張
所
長
宛
文
書
、「
洪
水
被
害
調
査
ノ
件
」

（
一
九
二
五
年
七
月
一
四
日
）、『
万
頃
江
改
修
工
事
』。

�　
『
東
亜
日
報
』
一
九
二
五
年
一
二
月
三
日
。
全
羅
北
道
の
行
政
区
域
は
、松
波
千
海
編
『
全

北
案
内
』（
全
北
日
報
社
、
一
九
三
三
年
）
参
照
。

�　
『
東
亜
日
報
』
一
九
三
二
年
一
〇
月
二
二
日
。

�　

前
掲
書
李
圭
洙
『
近
代
朝
鮮
に
お
け
る
植
民
地
地
主
制
と
農
民
運
動
』
八
一
頁
。
水
利
組

合
反
対
運
動
に
つ
い
て
は
、
前
掲
書
松
本
武
祝
『
植
民
地
期
朝
鮮
の
水
利
組
合
事
業
』
七
九

～
八
三
頁
参
照
。

�　
「
土
地
収
用
令
施
行
地
域
」、
朝
鮮
総
督
府
内
務
局
土
木
課
編
『
現
行
朝
鮮
土
木
法
規
』
上

巻
（
帝
国
地
方
行
政
学
会
朝
鮮
本
部
、
一
九
三
八
年
）
第
七
章
、
八
頁
。

�　

渡
辺
全
羅
北
道
知
事
発
、生
田
内
務
局
長
宛
文
書
、「
万
頃
江
改
修
土
地
買
収
ニ
関
ス
ル
件
」

（
一
九
二
七
年
三
月
一
九
日
）、『
万
頃
江
改
修
工
事
』。

�　
『
朝
鮮
総
督
府
官
報
』
一
九
一
一
年
四
月
一
七
日
。

�　

一
九
〇
〇
年
三
月
に
公
布
さ
れ
た
日
本
の
土
地
収
用
法
（
法
律
二
九
号
）
で
は
、
起
業
者

が
地
方
長
官
を
経
由
し
て
、
内
務
大
臣
に
申
請
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
前
掲
論
文
広
瀬

貞
三
「
朝
鮮
に
お
け
る
土
地
収
用
令
―
一
九
一
〇
～
二
〇
年
代
を
中
心
に
」『
新
潟
国
際
情

報
大
学
情
報
文
化
学
部
紀
要
』
二
号
、
五
頁
。

�　

生
田
内
務
局
長
発
、
渡
辺
忍
全
羅
北
道
知
事
宛
文
書
、「
万
頃
江
改
修
用
地
土
地
収
用
ニ

関
ス
ル
件
」（
一
九
二
六
年
八
月
二
七
日
）、『
万
頃
江
改
修
工
事
』。

�　

渡
辺
全
羅
北
道
知
事
発
、
生
田
内
務
局
長
宛
文
書
、「
万
頃
江
改
修
用
地
地
主
土
地
収
用

ニ
関
ス
ル
件
」（
一
九
二
七
年
一
〇
月
一
三
日
）、『
万
頃
江
改
修
工
事
』。

�　

前
掲
書
『
全
羅
道
発
展
史
』
二
四
一
頁
。

�　
『
東
亜
日
報
』
一
九
二
六
年
一
二
月
二
四
日
、
一
九
二
七
年
一
月
二
日
。

�　

前
掲
書
『
万
頃
江
流
域
의 

社
会
史
』
三
四
三
、三
四
五
頁
。
三
南
銀
行
は
一
九
二
〇
年
に

全
州
で
設
立
さ
れ
、
朴
基
順
が
頭
取
に
な
っ
た
。
朴
基
順
（
一
八
五
七
～
一
九
三
五
）
は
全

州
郡
全
州
面
出
身
で
あ
り
、
米
穀
貿
易
、
地
主
と
し
て
日
本
と
密
接
な
関
係
を
維
持
し
、
資

産
百
万
円
以
上
を
蓄
積
し
た
。
全
北
畜
産
会
社
取
締
役
、
全
州
面
協
議
員
、
全
州
女
子
公
立

普
通
学
校
学
務
委
員
を
歴
任
し
た
。
前
掲
書
『
全
羅
北
道
発
展
史
』
二
七
四
～
二
七
五
頁
。

前
掲
書
『
万
頃
江
流
域
의 

社
会
史
』
三
二
一
～
三
二
三
頁
。
前
掲
書
『
親
日
人
名
事
典
』

第
一
巻
、
八
六
一
頁
。

　
　

朴
基
順
の
長
男
が
、
朴
栄
喆
で
あ
る
。
朴
栄
喆
（
一
八
七
九
～
一
九
三
九
）
は
全
羅
北

道
益
山
郡
に
生
ま
れ
、
一
九
〇
〇
年
日
本
に
留
学
し
て
成
城
学
校
で
学
び
、
一
九
〇
三
年

に
陸
軍
士
官
学
校
を
卒
業
し
た
。
帰
国
後
は
武
官
学
校
教
官
と
な
り
、
軍
人
の
道
を
歩
く
。

一
九
一
二
年
か
ら
官
僚
生
活
に
入
り
、
後
に
江
原
道
知
事
、
咸
鏡
北
道
知
事
を
歴
任
す
る
。

退
官
後
は
、
東
洋
拓
殖
会
社
監
事
、
三
南
銀
行
頭
取
、
朝
鮮
商
業
銀
行
頭
取
を
勤
め
た
。
朴

栄
喆
に
つ
い
て
は
、
朴
栄
喆
『
五
十
年
の
回
顧
』（
大
阪
屋
書
店
、
一
九
二
九
年
）、
前
掲
書

『
万
頃
江
流
域
의 

社
会
史
』
三
二
三
～
三
三
三
頁
。
前
掲
書
『
親
日
人
名
事
典
』
第
二
巻
、

五
三
～
五
六
頁
参
照
。

�　

渡
辺
全
羅
北
道
知
事
発
、
金
駿
熙
宛
・
朴
済
賢
宛
文
書
、「
土
地
収
用
ニ
関
ス
ル
協
議
ノ
件
」

（
一
九
二
七
年
九
月
二
一
日
）、『
万
頃
江
改
修
工
事
』。

�　

斉
藤
実
総
督
「
通
知
案
一
」「
通
知
案
二
」（
一
九
二
七
年
一
〇
月
二
六
日
）、『
万
頃
江
改

修
工
事
』。

�　

韓
国
歴
史
情
報
統
合
シ
ス
テ
ム
（http://kh2.koreanhistory.or.kr/

）。

�　

前
掲
書
『
全
羅
北
道
案
内
』
沃
六
頁
。
前
掲
書
『
全
羅
道
発
展
史
』
一
七
三
頁
。
前
掲
書

『
万
頃
江
流
域
의 

社
会
史
』
二
四
九
～
二
五
〇
、二
五
〇
～
二
五
九
頁
。

�　

朝
鮮
殖
産
銀
行
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮
殖
産
銀
行
『
朝
鮮
殖
産
銀
行
十
年
志
』（
同
行
、

一
九
二
八
年
）、
本
田
秀
夫
『
朝
鮮
殖
産
銀
行
二
十
年
志
』（
朝
鮮
殖
産
銀
行
、
一
九
三
八
年
）

参
照
。
全
羅
北
道
に
お
け
る
金
融
資
本
の
土
地
担
保
へ
の
貸
付
に
つ
い
て
は
、
前
掲
書
『
万

頃
江
流
域
의 

社
会
史
』
掲
載
の
최
원
규
「
日
帝
下
土
地
担
保
貸
付
의 

類
型
과 

実
態
―
全
北

沃
溝
郡
瑞
穂
面
事
例
」
三
五
三
～
三
九
六
頁
参
照
。

�　

金
駿
煕
発
・
朴
済
賢
発
、
斉
藤
実
総
督
宛
文
書
、「
願
書
」（
一
九
二
七
年
一
一
月
二
五
日
）、
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『
万
頃
江
改
修
工
事
』。

�　

斉
藤
実
総
督
発
、渡
辺
全
羅
北
道
知
事
宛
文
書
、「
土
地
収
用
裁
決
請
求
取
下
ニ
関
ス
ル
件
」

（
一
九
二
七
年
一
二
月
一
三
日
）、『
万
頃
江
改
修
工
事
』。

�　
『
朝
鮮
総
督
府
官
報
』
一
九
二
八
年
四
月
一
四
日
。

�　
『
朝
鮮
総
督
府
官
報
』
一
九
二
九
年
五
月
一
七
日
。

�　
『
朝
鮮
総
督
府
官
報
』
一
九
一
一
年
四
月
一
七
日
。

�　

山
梨
半
造
総
督
発
、
林
茂
樹
全
羅
北
道
知
事
宛
文
書
、「
土
地
収
用
裁
決
請
求
ノ
件
」

（
一
九
二
九
年
六
月
二
二
日
）、『
万
頃
江
改
修
工
事
』。

�　

川
澤
裡
里
土
木
出
張
所
長
発
、
生
田
内
務
局
長
局
宛
文
書
、「
土
地
収
用
裁
決
ノ
件
」

（
一
九
二
九
年
六
月
二
日
）、『
万
頃
江
改
修
工
事
』。

�　

川
澤
裡
里
土
木
出
張
所
長
発
、
生
田
内
務
局
長
宛
文
書
、「
土
地
収
用
裁
決
ノ
件
」

（
一
九
二
九
年
六
月
二
日
）、『
万
頃
江
改
修
工
事
』。
京
釜
山
鉄
道
、
京
義
鉄
道
建
設
時
に

お
け
る
用
地
収
用
と
墓
地
等
を
め
ぐ
る
紛
争
に
つ
い
て
は
、
鄭
在
貞
著
三
橋
広
夫
訳
『
帝

国
日
本
の
植
民
地
支
配
と
韓
国
鉄
道
・
一
八
九
二
～
一
九
四
五
』（
明
石
書
店
、
二
〇
〇
八

年
）
二
五
九
～
三
一
〇
頁
参
照
。
原
本
は
、
同
『
日
帝
侵
略
과 
韓
国
鉄
道
（
一
八
九
二
～

一
九
四
五
）』（
서
울
大
学
校
出
版
部
、
一
九
九
九
年
）
で
あ
る
。

�　

朝
鮮
に
お
け
る
墓
地
と
風
水
地
理
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
渡
邊
欣
雄
『
風
水
思
想
と
東
ア

ジ
ア
』（
人
文
書
院
、
一
九
九
〇
年
）、
渡
邊
欣
雄
・
三
浦
國
雄
編
『
環
中
国
の
民
族
と
文
化
・

第
四
巻
・
風
水
論
集
』（
凱
風
社
、
一
九
九
四
年
）、
野
崎
充
彦
『
朝
鮮
の
風
水
師
た
ち
―
今

よ
み
が
え
る
龍
脈
』（
人
文
書
院
、
一
九
九
四
年
）、
崔
昌
祚
著
金
在
浩
・
渋
谷
鎮
明
訳
『
韓

国
の
風
水
思
想
』（
人
文
書
院
、
一
九
九
七
年
）
参
照
。

�　
『
朝
鮮
総
督
府
官
報
』
一
九
二
九
年
六
月
二
一
日
。

�　

山
梨
総
督
発
、
林
全
羅
北
道
知
事
宛
文
書
、「
土
地
収
用
裁
決
請
求
ノ
件
」（
一
九
二
九
年

七
月
二
四
日
）、『
万
頃
江
改
修
工
事
』。

�　
『
京
城
日
日
新
聞
』
一
九
二
九
年
八
月
二
二
日
。『
万
頃
江
改
修
工
事
』。

�　
『
朝
鮮
総
督
府
官
報
』
一
九
一
一
年
四
月
一
七
日
。




